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令和６年(2024年) 7 月１日現在
人口6万8851人 前月比 53人減
男：３万3481人 女：３万5370人
世帯 ３万4196世帯
動き 出生 23人 死亡 54人
(６月分) 転入 175人 転出 197人

今月の
主な内容

「川田市長とまちかどタウンミーティング」開催など 　２面
熱中症に注意しましょうなど 　３面
八幡市定額減税補足給付金（調整給付金）など 　４面
台風上陸・接近時のバス避難についてなど 　５面
８月は人権強調月間など 　６面
就学前児童を対象とした早期療育支援事業の参加者募集など ７面

高齢受給者証を交付など 　８面
大きくな～れ、子育てすくすくなど 　９面
情報ひろば（市政、募集、イベント、講座・教室） 10・11面
相談、年金、短信、生活、図書館 　12・13面
保健医療（健康診査・相談、予防接種ほか） 　14・15面
まちの話題 　16面

２面
「川田市長とまちかどタウンミーティング」を開催します市政

ニュース

プール遊び（さつき市民プール、７月22日）プール遊び（さつき市民プール、７月22日）



（　）広 報 や わ た 第   号市政ニュース令和　年（　　年）　月 2733６ 82024

■ネーミングライツとは？
　法人格を有する事業者が、市
の保有する施設に企業名や商品
名等を冠した愛称を命名するこ
とができる権利です。
※募集要項等詳しくは市ホームページをご覧ください（上
記のＱＲコードからアクセス可）。
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ネーミングライツパートナーを募集

問政策企画課（☎983‒1014）

募集期間　９月27日（金）まで
　持続可能な行財政運営に向けた自主財源確保
の取組として、市有施設を有効に活用し、新た
な歳入の確保と施設のサービスの維持・向上を
図ることを目的として、右の３施設の命名権者
（ネーミングライツパートナー）を募集してい
ます。

子ども・子育て支援センター
「すくすくの杜」 美濃山高区配水場 生涯学習センター

効果的にＰＲ
・施設看板等への愛称の表示
・市ホームページや印刷物での使用

地域に貢献
・ネーミングライツ料は、施設のサービ
スの維持・向上に活用されます

問家庭支援課（☎983‒1112）

高校生年代の子育て支援医療費受給者証を交付
　子育て支援医療費支給制度（市制度）について、９月から
通院時の医療費助成を高校生年代（※１）まで拡充します。
※１＝就学・就労問わず、平成18年４月２日～平成21年４月

１日生まれの人。

　高校生年代に受給者証を交付　　
　８月中に高校生年代が入院と通院
時に使用できる子育て支援医療費受
給者証（右の画像）を郵送しますの
で、９月１日からはこの受給者証を
使用してください。
　有効期限は、18歳に達する日以後、
最初の３月31日までです。

■受給者証の使用方法

❶京都府内で受診する場合
　保険証と受給者証を提示すると、
窓口での自己負担が200円となりま
す。
❷京都府外で受診する場合
受給者証は使用できません。医療
機関等の窓口で保険負担分を支払っ
た後、家庭支援課で償還払いの手続
きが必要です。

■令和６年４月～８月診療分の
　償還払いについて

　９月から償還払いの申請を受け付け

します。下記の必要書類をすべて持っ
て、家庭支援課までお越しください。
※書類がそろわないと、申請が出来な
い場合がありますので、ご注意くだ
さい。
・領収書の原本
・振込先口座（原則、保護者の口座に
限る）
・令和６年８月中に届いた受給者証
・お子さんの健康保険証
※整骨院や、あんま・はり・鍼灸・マッサ
ージ等は、申請時にレセプト（写し）、
または施術証明書の添付が必要です。

■償還払いの受付について

　償還払いの窓口について、大変混雑
する恐れがあります。時間に余裕を持
ってお越しください。

問秘書広報課（☎983‒3893）

■注意事項
※タウンミーティングは市政についての建設的
な意見交換の場です。単なる相談や要望、誹
謗中傷あるいは政治・宗教活動、営利目的の

意見はお断りします。
※当日は写真や動画を撮影し、広報紙や市ホー
ムページ等で使用する場合があります。また、
報道機関等の取材が入る場合があります。

※駐車場の台数に限りがあるため、お越しの際
は徒歩や公共交通機関をご利用ください。
※今後の日程等は決まり次第、広報やわた等で
お知らせします。

■８月の開催日時・場所等
開催日 時　間 場　所 定　員

８月19日（月） 午前10時～11時 男山公民館 25人
８月21日（水） 午後２時～３時 山柴公民館 25人
※先着順で受付し、定員に達し次第、受付終了。

■対象者　市内在住・在勤・在学の人
■申込方法（原則、オンライン申請）
　８月５日（月）午前９時から受付を開始します。参加希望の人は、申し
込みフォーム（右記のＱＲコードを読み込んでください）から申請してく
ださい。
※インターネットからの申し込みが困難な人は、秘書広報課（☎983‒3893）
までご連絡ください。

川田市長と
まちかどタウンミーティング
開催 テーマは「まちづくり」

　市民の皆さんと「ともに考え、ともに実現するまちづくり」 
を目指すため、８月から市長自ら市内各地に出向き、市の施
策を説明する機会を設けるとともに、市民の皆さんの声を直
接伺うタウンミーティング（対話集会）を開催します。
※参加するためには、事前の申し込みが必要です。

川田翔子市長
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問京都省エネ家電購入キャンペーン事務局（☎050‒5538‒3113）

　京都府では、温室効果ガス排
出量削減を促進するため、一定
以上の省エネ性能を有するエ
アコン・冷蔵庫を購入した人に
対し、最大２万円相当の府内限

定利用電子マネーや府内産品
を還元する「京都省エネ家電購
入キャンペーン」を実施してい
ます。
※製品購入・設置対象期限は９

月26日（木）まで。予算額に
達し次第終了。
※対象商品や申請方法などの詳
細は、右記のＱＲコードを読
み込み、ご確認ください。

　全国各地で危険な暑さが続いています。日ごろから天気予報や熱中症警戒アラート等で暑さの情報
を知るとともに、自分の体調の変化や周囲の人にも気を配り、呼びかけあって熱中症対策をしましょう。

救急車を呼ぶ
病院へ行く
様子を見る

※自力で水が飲めない、または動くことができな
い、けいれん、意識がない、いつもと様子が違
うなど、自身が緊急だと思ったら、ためらわず
119番で救急車を呼んでください。

❶暑さを避ける  ❷こまめに水分補給  ❸日ごろから健康管理
予防のポイント

区　分 熱中症警戒アラート 熱中症特別警戒アラート

暑さ指数
(※)

京都府内のいずれかの地点で 京都府内すべての地点で

33 以上 35 以上

発表日時
前日の午後５時
または
当日の午前５時

前日の午後２時

状　況

気温が著しく高くなることに
より、熱中症による人の健康
に係る被害が生ずるおそれ

広域的に過去に例のない危険
な暑さ等となり、人の健康に
係る重大な被害が生じるおそ
れ

※暑さ指数とは、人体と外気との熱のやりとり（熱収支）に着目した指標
で、人体の熱収支に与える影響の大きい①湿度、②日射・輻射等周辺の
熱環境、 ③気温の３つを取り入れた指標です。

熱中症警戒アラート発表時は
徹底した熱中症予防行動を実践しましょう

　熱中症警戒アラートに加え、今年４月から新
たに、広域的に過去に例のない危険な暑さ等と
なり、人の健康に係る重大な被害が生ずるおそ
れがある場合に「熱中症〝特別〟警戒アラート」
が発表されるようになりました。
　これらのアラートが発表されたときは、熱中
症の危険性に対する気づきと、熱中症予防行動
に役立ててください。

※熱中症警戒アラートの情報は、環境省のメール配信サービスま
たはＬＩＮＥで受け取ることができます（下記のＱＲコードか
らアクセス可）。

熱中症警戒アラート等の
メール配信サービス

ＬＩＮＥ公式アカウント
「環境省」

　熱中症特別警戒アラートが発表された際に暑さ
をしのぎ、誰でも休憩できる場所を確保するため、
市内の12施設を「クーリングシェルター」として
指定しています。
　当該施設は10月23日（水）までの間、熱中症特
別警戒アラートの発表時に開放しますが、発表時
以外にも外出時やご自宅にエアコンがない場合な
ど、熱中症対策にご利用ください。

■注意事項
・飲料は各自で用意してください。
・利用の際は、各施設の指示に従っ
てください。
・施設閉館時は利用できません。
・利用できる場所は、施設に確認し
てください。

▼市役所本庁舎

▼八幡人権・交流センター

▼やわた流れ橋交流プラザ
　「四季彩館」

▼有都福祉交流センター

▼福祉会館

▼生涯学習センター

▼八幡市民図書館

▼文化センター

▼松花堂美術館

▼市民体育館

▼男山公民館

▼橋本公民館

ク
ー
リ
ン
グ
シ
ェ
ル
タ
ー
指
定
施
設
一
覧

市内12施設を
クーリングシェルターに指定

※施設の開設時間等詳
しくは、市ホームペ
ージをご覧ください
（右記のＱＲコード
からアクセス可）。

このマークが目印！

京都省エネ家電購入キャンペーン

問熱中症に関すること＝消防署（☎981‒0399）、健康推進課（☎983‒1116)、クーリングシェルターに関すること＝環境政策課（☎983‒2795)

迷った時は
救急の電話相談窓口に電話を

＃7119（年中無休）
携帯電話やプッシュ回線からは

☎0570‒00‒7119
ダイヤル回線からは
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問健康推進課（☎983‒1116)

　認知症をテーマにした体験型の教室等を開催します。
■日時　８月27日（火）午前10時～11時30分
■場所　有都福祉交流センター　■定員　30人（要申込）
■申込　８月１日（木）～23日（金）に健康推進課窓口、
または電話

　専用の活動量計またはご自身のス
マートフォン（アプリ）で参加いた
だけます（参加費1,000円）。

　参加条件や申込方法等、詳細は右記ＱＲコードから市ホームページをご
覧ください。

参加者募集中！

健幸マルシェ

■アンケート実施日程
発送日＝８月下旬　回答期限＝９月17日（火）
■アンケート回答方法
❶届いた調査票に回答を記入し、同封の返信用封筒で返送
❷調査票に記載のＱＲコードをスマホ等で読み込み、オン
ラインで回答
※収集した個人情報は、研究目的においてのみ使用し、他
の目的では一切使用しません。また、論文や報告書、事
例集等で公表する場合は、個人が特定されないよう匿名
化し、個人情報に関わる情報は一切使用しません。
■調査に関する問い合わせ先
　筑波大学スマートウエルネスシティ
　政策開発研究センター（☎03‒3942‒5841）

　市では、市民の健幸を取り組むべき重要
課題の１つとしてとらえ、5,000人近くが
参加している「やわた未来いきいき健幸プ
ロジェクト」等の先進的な取り組みを展開
しています。そのような背景から、厚生労
働省が実施する「予防・健康づくりに関す
るエビデンス構築事業」において、実証を
行う自治体として選定されました。
　この事業は、各種施策が住民のｗｅｌｌ
‒ｂｅｉｎｇや社会保障費に及ぼす効果に
ついての検証を行うもので、必要な要素を
まとめた政策ガイドや事例集を、全国の自

治体に横展開される予定です。
　今回、検証を行うにあたり、心身の状態
に関することや、社会への参加状況、公共
交通の利用状況等、45歳
以上の市国民健康保険と
後期高齢者医療保険加入
者のうち、無作為に抽出
した約12,000人に対し、
アンケート調査票（右の
画像）を送付しますので、
ご協力のほどお願いいた
します。

健康まちづくりに関するアンケートへのご協力について

やわた未来いきいき健幸プロジェクト

八幡市定額減税補足給付金（調整給付金）
　定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回る（減税しきれない）と見込まれる
人にその差額（調整給付金）を給付します。
　なお、本給付金は差押禁止等および非課税の対象です。
　支給対象者　　定額減税前の「令和６年度分個人住民税所得割」または「令和６年分推計所
得税額（令和５年分所得等を基にした推計額）」から定額減税可能額を控除しきれない人
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※所得税額と個人住民税所得割ともに税額がない人は、対象外です。
　定額減税可能額　　個人住民税所得割分：１万円×減税対象人数
　　　　　　　　　　所得税分：３万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税義務者本人＋控除対象配偶者＋扶養親族（16歳未満扶養親族を含む）
の数。
※控除対象配偶者と扶養親族について、国外居住者は対象外です。

　申請方法　

▼８月下旬以降に「定額減税補足給付金（調整給付金）振込のお知らせ」が届いた場合
→ 手続きは不要です。通知に記載の口座に、指定の日程で振り込みます。

▼８月下旬以降に「確認書」が届いた場合 → 10月31日（木）までに手続きが必要です。
　■オンライン申請の場合　「確認書」に記載のＱＲコードを読み込み、申請してください。
　■郵送で申請の場合　「確認書」と添付書類を返送してください。

❶ 個人住民税所得割分 ＝ 定額減税可能額
(１万円×減税対象人数) －

令和６年度分
個人住民税所得割額

❷ 所得税分 ＝ 定額減税可能額
(３万円×減税対象人数) －

令和６年分
推計所得税額

※❶または❷の額がマイナスとなった場合は０円として計算します。

給付額＝❶＋❷（※合計金額を１万円単位で切り上げ）

❶ 個人住民税所得割分 ＝ 定額減税可能額
(１万円×１人＝１万円) －

令和６年度分
個人住民税所得割額

(4,000円)

❷ 所得税分 ＝ 定額減税可能額
(３万円×１人＝３万円) －

令和６年分
推計所得税額

(22,000円)

❶＝10,000円－ 4,000円＝6,000円
❷＝30,000円－22,000円＝8,000円
　∴❶＋❷＝14,000円となり、１万円単位で切り上げた20,000円が調整給付と
して支給。

給付例　控除対象配偶者と扶養親族がいない人で、個人住民税所得割額が
4,000円、推計所得税額が22,000円の場合

問税務課定額減税補足給付金担当（☎983‒7550)
　※８月16日（金）より専用窓口を市役所４階　番窓口に開設します。

　物価高騰による影響を受けている低所得世帯に
対し、給付金を支給します。
　なお、本給付金は差押禁止等および非課税の対
象です。

「住民税非課税世帯」または
　「住民税均等割のみ課税世帯」
支給対象者　　令和６年６月３日時点で本市に
住民票があり、令和６年度に「新たに住民税非課
税となる世帯」または「新たに住民税均等割のみ
課税となる世帯」の世帯主
※令和５年度非課税世帯給付（７万円給付金）、
または令和５年度住民税均等割のみ課税世帯給
付（10万円給付金）が支給対象の世帯、および
当該世帯の世帯主であった者を含む世帯を除く。
※住民税均等割が課税されている人の扶養親族等
のみで構成される世帯を除く。
※令和６年度の定額減税前の税額で判定します。
　給付額　　１世帯あたり10万円

こども加算
　上記の支給対象世帯で、18歳以下の子どもがい
る場合は、１人あたり５万円を追加で支給します。
　加算対象となる児童の範囲の特例　
　次の児童については別途申請が必要です。詳し
くはお問い合わせください。

▼令和６年６月４日～10月31日に生まれた新生児

▼別世帯であるが、支給対象者が扶養している児
童
　申請方法　

▼８月中旬以降に「振込のお知らせ」が届いた場合
→ 手続きは不要です。通知に記載の口座に、
指定の日程で振り込みます。

▼８月中旬以降に「確認書」が届いた場合
→ 11月15日（金）までに手続きが必要です。

　■オンライン申請の場合
　「確認書」に記載のＱＲコードを読み込み、
申請してください。

　■郵送で申請の場合
　「確認書」と添付書類を返送してください。

令和６年度
八幡市低所得世帯
物価高騰対策支援給付金

問低所得世帯物価高騰対策支援給付金担当
　（市役所３階　番窓口）（☎981‒5505)
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■集合場所およびバス乗車位置（　　が変更または追加した箇所）
区分 集合場所 バス乗車位置 避難先
１ 橋本公民館 橋本公民館前 橋本小学校

２ 石清水八幡宮駅 石清水八幡宮駅前バス停 男山第二中学校
男山第三中学校

３ ローソン八幡吉野店
駐車場

ローソン八幡吉野店駐車
場

橋本小学校
男山第三中学校

４ 文化センター 市役所前ロータリー

男山第二中学校
くすのき小学校
さくら小学校
橋本小学校

５ 五区集会所 まつむし公園東側
男山第三中学校６ 川口コミュニティセン

ター
川口コミュニティ
センター前

７ ケーズデンキ駐車場
(※) ケーズデンキ駐車場(※)

さくら小学校８ 戸津公会堂 西戸津バス停
９ 上奈良公会堂 嶋崎運送㈱駐車場(変更)
10 有都福祉交流センター有都小学校バス停

男山東中学校
11 四季彩館 四季彩館駐車場
12 市民体育館 市民体育館駐車場

13 ローソン八幡岩田店駐車場
ローソン八幡岩田店
駐車場

14 北川顔バス停(長町南集会所) 北川顔バス停

橋本小学校15 長町北集会所(追加) トランクルームＬＩＦＥ
駐車場(追加)

16 府立消防学校南部訓練拠点 藤和田バス停

17 八幡市消防署 市民防災広場 南山小学校
※使用できない場合は、ヤマダ電機駐車場に変更する場合あり。

台風上陸・接近時の
バス避難について

問危機管理課（☎983‒3200）

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）
全国一斉情報伝達試験
　市内36カ所の防災行政無線から
次の日時に放送が流れます。試験
放送のため、避難をする等の必要
はありませんので、ご注意くださ
い。
■日時　８月28日（水）午前11時
■内容　「（チャイム）これはＪア
ラートのテストです（３回繰り

返し）。こちらは八幡市です。（チ
ャイム)」
※防災行政無線の放送内容が聞き
取れなかった場合等は、防災行
政無線テレホンサービス（☎
982‒2484、982‒2485）や八幡市
防災アプリからご確認いただけ
ます。

八幡市防災アプリをご活用ください

Android iOS

八幡市防災アプリ

　市防災アプリは現在、１万1000
人を超える人にご活用いただいて
います。
　アプリでは、ご自宅が浸水想定
区域内に立地しているかの確認を
はじめ、避難情報の発令や避難所
の開設に関する情報を素早く入手
できます。
　また、河川水位や河川カメラ、
防災行政無線の放送内容のほか、
天気予報や雨雲レーダー等、平時

から役に立つ情報も満載です。
　ぜひダウンロードし、災害の備
え等にご活用ください。

　台風の上陸・接近に伴う木津川・
宇治川・桂川等の氾濫により、水
害が予測される場合に、浸水想定
区域にお住まいの要配慮者（高齢
者、障がいがある人等）を洪水時
指定緊急避難場所へバスで避難す
ることを目的とした協定を京都京
阪バス㈱と締結しています。
　このたび、バス避難における集
合場所とバス乗車位置について、
一部変更を行いましたので、お知
らせします。

　詳細は、市ホーム
ページをご確認くだ
さい。
■バス避難の流れと連絡方法
　バス避難については、台風の上
陸、または最接近の約12時間前ま
でに市と京都京阪バス㈱で協議の
上、決定します。
　バス避難が決定した際には、市
防災行政無線、市防災アプリ、Ｓ
ＮＳ、ホームページ等でお知らせ
します。

　ＨＰＶ（子宮頸がん予防）ワ
クチンは、比較的若い世代の女
性に発症しやすい、子宮頸がん
の主な原因とされるヒトパピロ
ーマウイルス（ＨＰＶ）の感染
を予防するワクチンです。
　予防接種の種類　　ＨＰＶワ
クチン（サーバリックス・ガー
ダシル・シルガード９）
　対象者　　接種日時点で八幡
市に住民登録のある人

▼定期　小学６年生～高校１年
生相当（平成20年４月２日から
平成24年４月１日生まれ）の女
子

▼キャッチアップ　平成９年４
月２日から平成20年４月１日生

まれの女子のうち、ＨＰＶワク
チンを合計３回接種していない
人
　対象期間　　年間通じて実
施。ただし、キャッチアップ対
象者は令和７年３月31日までと
なります。完了するまでに約６
カ月間かかるため、接種を希望
する人は、早めの接種をご検討
ください。
　実施方法　　指定医療機関に
よる個別接種
　費　用　　公費による無料接
種
※男性のＨＰＶワクチン接種に
ついては、定期接種化を検討す
ることが提案されていますが、

ＨＰＶ（子宮頸がん予防）ワクチンについて

問家庭支援課（☎983‒1115）

　週１回、全８回のプログラムで、認知
機能の維持・向上を目指します。
　日　時　 ９月17日～11月５日の毎週
火曜日、午前10時～11時30分
※11月にも市役所で実施予定です（金曜
午後開催）。
　場　所　 有都福祉交流センター　ホ
ール
　対　象　 市内在住の65歳以上の人
（介護保険の通所系サービス、市の閉じ
こもり予防事業に参加している人を除く）
　定　員　 15人（申込多数の場合は抽
選）
　申込方法　　８月30日（金）までに申
込用紙（市ホームページより入手可）に
必要事項を記入し、直接窓口、または郵
送で健康推進課へ

脳にいいトレ

災害時生活用水協力井戸に登録を
登録井戸の標識の設置例

■登録要件
❶生活用水として使用可能な水
量・水質であること
❷井戸水をくみ上げるための設備
があること
❸災害等の断水時に無償で近隣住
民に井戸水を提供していただけ
ること
❹井戸枠等があり安全であること
❺井戸の所在地の公表を了承して
いただけること

■登録方法
　所定の用紙（危機管理課窓口ま
たは市ホームページから入手可）
を危機管理課に持参。
※必要な場合は、市が水質検査を
実施します。
※登録井戸には標識をお渡ししま
すので、見える場所に設置をし
てください。

　災害による断水に備え、所有される井戸の水
を市民の皆さんの生活用水として提供していた
だける人を募集しています。個人や事業所が所
有する井戸の登録にご協力をお願いします。

登録井戸の標識

現在は任意接種（全額自己負担）
となっています。
　詳細は、右記Ｑ
Ｒコードから、市
ホームぺージをご
覧ください。

●ワクチンを自費で受けた人へ

　積極的勧奨の差し控えにより
公費での接種機会を逃し、対象
年齢を過ぎてから自費で接種し
た場合、申請により費用の全額
または一部の助成が受けられま
す。
　対象者など詳細
は、右記ＱＲコー
ドから、市ホーム
ぺージをご覧くだ
さい。

集合場所やバス乗車位置を一部変更

問健康推進課（☎983‒1116）
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■
は
じ
め
に

　

２
０
１
５
年
、
東
京
都
渋
谷
区

と
世
田
谷
区
を
皮
切
り
に
同
性
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
が
始

ま
り
ま
し
た
。
自
治
体
が
同
性
カ

ッ
プ
ル
に
証
明
書
を
発
行
し
た

り
、
宣
誓
を
受
け
付
け
た
り
す
る

制
度
で
す
。
２
０
２
４
年
６
月
現

在
で
４
５
８
の
自
治
体
が
導
入

し
、
人
口
の
85
％
を
超
え
る
地
域

で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
町
村

だ
け
で
は
な
く
都
道
府
県
で
導
入

し
て
い
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
同
性
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
は
行

政
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
国
の
法
律

で
は
な
い
た
め
、
法
的
な
効
力
は

あ
り
ま
せ
ん
。
自
治
体
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ

れ
て
い
る
か
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

■
宣
誓
制
度
に
よ
っ
て

　
動
い
た
こ
と

　

法
律
に
か
か
わ
ら
な
い
と
こ
ろ

で
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
公
営
住
宅
の

入
居
権
を
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
も

あ
れ
ば
、
災
害
見
舞
金
の
支
給
等

を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り

ま
す
。
京
都
府
内
で
も
８
つ
の
自

治
体
が
導
入
し
て
い
ま
す
（
京
都

市
、福
知
山
市
、綾
部
市
、亀
岡
市
、

向
日
市
、
長
岡
京
市
、
南
丹
市
、

大
山
崎
町
）。
転
居
し
た
場
合
に

改
め
て
申
請
し
な
お
さ
な
け
れ
ば

問人権政策課（☎981‒3127）

８月は人権強調月間

日
午
前
11
時
２
分
に
は
長
崎

に
原
子
爆
弾
が
投
下
さ
れ
ま

し
た
。
終
戦
か
ら
今
年
で
79

年
。
多
く
の
犠
牲
者
の
ご
冥

福
と
世
界
恒
久
平
和
を
祈
念

す
る
た
め
、
次
の
日
時
に
１

分
間
の
黙
と
う
を
お
願
い
し

ま
す
。

■
広
島
被
爆
の
時

　

８
月
６
日
（
火
）

　

午
前
８
時
15
分

■
長
崎
被
爆
の
時

　

８
月
９
日
（
金
）

　

午
前
11
時
２
分

■
終
戦
の
日

　

８
月
15
日
（
木
）

　

正
午

　
「
八
幡
市
男
女
共
同
参
画

プ
ラ
ン
（
仮
称
：
る
ー
ぷ
計

画
Ⅲ
後
期
プ
ラ
ン
）」
の
策

定
を
行
う
た
め
、
プ
ラ
ン
に

関
す
る
審
議
や
男
女
共
同
参

画
に
関
す
る
意
見
を
い
た
だ

く
同
プ
ラ
ン
懇
話
会
の
市
民

委
員
を
募
集
し
ま
す
。

■
対
象　
市
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
で
、
満
18
歳
以
上
満
75

歳
未
満
の
人
で
、
平
日
に
年

２
回
程
度
開
催
す
る
会
議
に

出
席
で
き
る
人

■
任
期　
令
和
６
年
９
月
〜

令
和
８
年
３
月
（
予
定
）

■
募
集
人
数　
２
人
程
度

■
報
酬　
１
回
あ
た
り
６
６

０
０
円

■
応
募
方
法　
応
募
用
紙
に

住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、

性
別
、
電
話
番
号
、
志
望
動

機
（
２
０
０
字
程
度
）
を
記

終
戦
の
日
に
黙
と
う
を
捧
げ
る

市
職
員（
昨
年
8
月
15
日
撮
影
）

入
し
、
８
月
１
日
（
木
）
〜

16
日
（
金
）（
必
着
）
に
次

の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提

出❶
郵
送
（
〒
６
１
４
・
８
０

７
３　

八
幡
軸
63

人
権
政

策
課
〈
八
幡
人
権
・
交
流
セ

ン
タ
ー
内
〉）

❷
Ｆ
Ａ
Ｘ　

９
８
３
・
４
５

４
５

❸
Ｅ
メ
ー
ル　

jinken@
m

b.city.yaw
ata.kyoto.jp

※
選
考
結
果
は
全
員
に
通
知

し
ま
す
が
、
提
出
い
た
だ
い

た
応
募
用
紙
は
返
却
で
き
ま

せ
ん
。

※
市
が
設
置
し
て
い
る
ほ
か

の
審
議
会
等
の
市
民
公
募
委

員
を
委
嘱
さ
れ
て
い
る
人

や
、
国
、
地
方
公
共
団
体
の

議
員
、
常
勤
の
公
務
員
は
対

象
外
で
す
。

男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
懇
話
会
の

市
民
委
員
を
募
集

平
和
を
願
い
黙
と
う
を

　

昭
和
20
年
８
月
６
日
午
前

８
時
15
分
に
は
広
島
に
、
９

な
ら
な
い
負
担
を
軽
減
す
る
た
め

に
、
２
０
２
４
年
に
は
こ
れ
ら
の

自
治
体
と
大
阪
府（
12
自
治
体
）、

兵
庫
県
（
23
自
治
体
）
の
自
治
体

間
連
携
も
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
大

阪
と
兵
庫
は
府
県
で
も
制
度
を
導

入
し
て
い
ま
す
。

　

同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓

制
度
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
し
ば

し
ば
聞
く
例
に
病
院
で
の
出
来
事

が
あ
り
ま
す
。
病
状
の
説
明
や
手

術
の
同
意
を
得
る
対
象
者
は
法
的

に
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
慣
習
と
し
て
「
家

族
」
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

ケ
ー
ス
が
多
く
あ
り
ま
す
。
説
明

の
困
難
や
労
力
が
必
要
な
場
面
で

自
治
体
の
発
行
す
る
証
明
書
を
提

示
す
れ
ば
家
族
と
し
て
認
め
ら
れ

る
と
い
う
点
は
と
て
も
大
き
な
メ

リ
ッ
ト
で
あ
る
と
も
言
え
る
で
し

ょ
う
。

　

制
度
を
利
用
し
な
い
人
た
ち
に

も
波
及
効
果
は
あ
る
よ
う
で
す
。

先
の
京
都
市
で
の
導
入
時
に
は

「
制
度
が
で
き
た
こ
と
で
、
ま
た

京
都
に
戻
っ
て
き
た
い
と
思
え
る

希
望
に
な
っ
た
」
と
い
う
声
も
あ

り
ま
し
た
（
京
都
新
聞
・
２
０
２

０
年
８
月
22
日
）。
自
分
た
ち
の

存
在
が
認
識
さ
れ
る
、
肯
定
的
に

受
け
入
れ
ら
れ
る
と
期
待
す
る
人

た
ち
が
確
実
に
い
る
の
で
す
。

■
広
が
る「
家
族
」の
定
義

　

同
性
カ
ッ
プ
ル
だ
け
で
は
な

く
、
子
ど
も
を
含
め
た
フ
ァ
ミ
リ

ー
シ
ッ
プ
制
度
を
導
入
し
て
い
る

自
治
体
も
あ
り
ま
す
。
実
際
に
子

育
て
を
し
て
き
た
同
性
カ
ッ
プ
ル

も
少
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
か
つ

て
、
男
性
と
の
婚
姻
関
係
の
間
で

子
ど
も
を
も
う
け
た
人
々
も
い
れ

ば
、
精
子
提
供
に
よ
っ
て
妊
娠
・

出
産
し
た
人
々
も
い
ま
す
。

　

一
般
社
団
法
人
こ
ど
ま
っ
ぷ
に

よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
２
０
２

１
年
）
に
よ
る
と
、
調
査
対
象
者

５
３
４
人
の
う
ち
１
４
１
人
が
出

産
・
子
育
て
や
妊
娠
中
。
そ
の
う

ち
、
55
％
（
77
人
）
が
第
三
者
か

ら
の
精
子
や
卵
子
提
供
に
よ
っ
て

子
ど
も
を
産
ん
で
い
ま
す
。
ま

た
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
自
分
と
で
一

緒
に
育
て
て
い
る
人
々
が
72
％
で

あ
り
、
自
分
の
パ
ー
ト
ナ
ー
や
精

子
・
卵
子
提
供
者
、
協
力
者
等
を

含
め
た
数
人
で
育
て
て
い
る
ケ
ー

ス
が
11
％
と
い
う
結
果
が
出
て
い

ま
す
（
新
ヶ
江
章
友
ほ
か
「
日
本

に
お
け
る
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の

出
産
・
子
育
て
に
関
す
る
実
態
把

握
に
関
す
る
調
査
報
告
―
―
２
０

２
１
年
に
実
施
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
調
査
の
結
果
か
ら
」『
人
権

問
題
研
究
』
第
19
号
）。

　

里
親
制
度
に
よ
っ
て
子
ど
も
を

育
て
て
い
る
人
た
ち
も
い
ま
す
。

す
で
に
同
性
カ
ッ
プ
ル
を
親
に
持

つ
子
ど
も
た
ち
は
少
な
く
は
な
い

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。

　

ま
た
、
認
定
制
度
だ
け
で
は
な

く
、「
家
族
」
の
と
ら
え
方
が
広

が
っ
て
い
る
現
実
も
あ
り
ま
す
。

最
近
で
は
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
宣
誓
制
度
を
導
入
し
て
い
る
長

崎
県
大
村
市
で
男
性
同
士
の
カ
ッ

プ
ル
の
続
柄
を
「
夫
（
未
届
）」

と
し
た
住
民
票
を
交
付
し
、
鳥
取

県
倉
吉
市
も
同
じ
対
応
が
な
さ
れ

ま
し
た
（
今
年
５
月
）。
ほ
か
に

続
い
て
い
る
自
治
体
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
異
性
カ
ッ

プ
ル
と
同
等
の
権
利
が
付
与
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
現
実
は
横

た
わ
っ
た
ま
ま
で
す
。

　

ま
た
、３
月
に
は
最
高
裁
が「
犯

罪
被
害
者
給
付
金
」
の
支
給
対
象

と
し
て
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
も
事
実

婚
に
該
当
す
る
と
判
断
し
て
い
ま

す
。
20
年
以
上
に
わ
た
り
共
同
生

活
し
て
き
た
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
を

殺
害
さ
れ
た
人
が
遺
族
給
付
金
の

支
給
を
求
め
て
申
請
を
行
い
、
愛

知
県
公
安
委
員
会
に
よ
っ
て
不
支

給
の
裁
定
を
し
た
の
が
２
０
１
７

年
。
翌
年
に
名
古
屋
地
裁
に
不
支

給
処
分
の
取
消
を
求
め
る
訴
え
を

提
起
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

■
一
歩
先
へ

　

他
方
で
、
宣
誓
制
度
だ
け
で
な

く
、
市
民
も
自
治
体
も
政
府
に
対

し
て
同
性
カ
ッ
プ
ル
へ
の
婚
姻

制
度
適
用
を
要
望
す
べ
き
で

は
な
い
か
と
の
声
も
あ
り
ま

す
。
２
０
１
９
年
に
は
性
別

を
問
わ
な
い
「
結
婚
の
自
由

を
す
べ
て
の
人
に
」
訴
訟
が

は
じ
ま
り
、
全
国
５
カ
所
で

６
件
の
裁
判
が
闘
わ
れ
て
い

ま
す
。
す
で
に
、
札
幌
高
裁

は
憲
法
24
条
１
項
も
「
同
性
間
の

婚
姻
も
同
じ
程
度
に
保
障
し
て
い

る
と
理
解
で
き
る
」
と
初
め
て
判

断
し
、
個
人
の
尊
厳
や
両
性
の
本

質
的
平
等（
24
条
２
項
）や
法
の
下

の
平
等（
14
条
）に
も
現
行
婚
姻
制

度
は
反
す
る
と
し
ま
し
た（
今
年

３
月
）。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
同
性

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
か
ら
婚

姻
平
等
へ
と
進
ん
で
い
ま
す
。
日

本
は
取
り
残
さ
れ
て
い
る
状
態
で

す
。
同
時
に「
家
族
」と
な
る
権
利

も
大
切
で
す
が
、
貧
困
や
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
不
在
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
参
入
で
き
な
い
人
間
関
係

の
困
難
を
抱
え
て
い
る
人
た
ち
に

も
思
い
を
馳
せ
た
い
も
の
で
す
。

　

８
月
は
人
権
強
調
月
間
で
す
。
今
回
は
、
公
益
財
団
法

人
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
専
任
研
究
員
の
堀
江
有

里
さ
ん
か
ら
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
」
を
テ
ー
マ
に

寄
稿
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
機
会
に
、
皆
さ
ん
も

人
権
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
認
知
に
む
け
て

　

公
益
財
団
法
人
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー

専
任
研
究
員
。
同
志
社
女
子
大
学
ほ
か
非
常
勤
講

師
。
日
本
基
督
教
団
・
牧
師
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
の
差
別
を
め
ぐ
る
研
究
や
社
会
運
動
に
従
事
。

堀ほ
り

江え

有ゆ

里り

さ
ん
寄
稿

公
益
財
団
法
人

世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
専
任
研
究
員

自
由
と
尊
厳
す
べ
て
の
人
に

「
結
婚
」「
家
族
」「
子
育
て
」「
人
間
関
係
」・・・
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問市民協働推進課（☎983‒5749）

み、ご確認ください。
　口座振替の申し込みは、引き
落としを希望される月の前月15
日までに口座振替依頼書を市税
等取扱金融機関（金融機関に同
依頼書がない場合あり）や担当
課へ提出してください。ゆうち
ょ銀行の口座振替は直接、ゆう
ちょ銀行へ申し込みください。
※納期限までに納付がない場合
は督促状（督促手数料100円を
加算）を送付し、京都府と京都
市を除く府内25市町村で組織す
る広域連合「京都地方税機構」
に徴収事務を移管します。

火災・救急統計
消防本部 ☎981‒4119

令和６年１月～６月累計（　）内６月分 昨年同期累計
火災出動 9件 (0) 10件
火災以外の出動 167件 (32) 192件
救急出動 2,137件 (353) 2,111件
搬送人員 1,964人 (326) 1,902人

問市税に関すること＝税務課市民税係（☎983‒2481）、
　国民健康保険料に関すること＝国保医療課国保年金係
　　　　　　　　　　　　　　　（☎983‒2962）

市税・国民健康保険料の納付は
口座振替のご利用を！

　市・府民税（第２期分）・国
民健康保険料（第３期分）の納
期限は９月２日（月）です。納
期限までに市税等取扱金融機
関、コンビニ、スマホ決済（Ｐ
ａｙＰａｙ、ＬＩＮＥ　Ｐａｙ、
ａｕ　ＰＡＹ、ｄ払い）、市役
所で納付してください。
※市・府民税（普通徴収）、固
定資産税・都市計画税、軽自動
車税の税目に限り、地方税お支

払サイトでも納付
いただけます。詳
しくはこちらのＱ
Ｒコードを読み込

就学前児童を対象とした
早期療育支援事業の参加者募集

申・問児童発達支援センター　マムぐりお（☎972‒2025〈火～土曜日の午前９時～午後６時※祝日除く〉）

■早期療育の内容
教室名 内　容 日　時 場　所 対　象 定　員

親子教室
（全５回）

親がお子さんとの関わり方や見守り方を体験的に学ぶこ
とを目的に、親子でバランスボールなどを使った体遊び、
室内遊具を用いたサーキット遊びなどを行います。

９月９日、30日、
10月７日、21日、
11月11日の各月曜日
午前10時～11時30分

児童発達支援センター
マムぐりお２階
「地域交流室」
（男山笹谷２）

２～３歳と
その保護者 親子12組

ペアレント
トレーニング講座
（全３回）

お子さんの行動変容を目的に、文字や数字に触れながら、
親が子どもの褒め方など養育スキルを養います。

８月27日、
９月10日、24日の各火曜日
午前10時～11時30分

未就学児の子
育てに不安を
感じる保護者

５人

■制度概要
事業名 補助対象経費 補助率 補助上限額
八幡で
買おう
応援事業

販売促進イベント等の開
催経費 １／２ 20万円

八幡を
広めよう
応援事業

展示会等への出展経費 １／２ 20万円

八幡を
整えよう
応援事業

防犯カメラや指定施設の
設置等に要する経費
※京都府の商店街にぎわ
い施設・設備整備事業の
対象事業にのみ補助。

２／３
400万円
※府・市補
助金の合
計額。

八幡で
始めよう
応援事業

市内での創業または第二
創業にかかる経費 １／２ 最大30万円

八幡で
作ろう
応援事業

ヤワタカラ認定や八幡市
ふるさと納税返礼品への
登録申請を目的とした特
産品開発経費

１／２ 10万円

八
幡
市
商
工
業
活
性
化
補
助
金

問商工観光課（☎983‒2853）

　

地
域
に
根
差
し
た
商
工
業

活
動
の
活
性
化
を
図
る
こ
と

で
、
市
民
の
日
常
生
活
の
利

便
性
向
上
や
活
力
あ
る
地
域

経
済
・
地
域
社
会
を
目
指
す

こ
と
を
目
的
に
、
市
内
の
中

小
企
業
者
等
が
商
工
業
振
興

に
か
か
る
取
り
組
み
に
補
助

金
を
交
付
し
ま
す
。

■
申
請
期
限　
交
付
申
請
書

に
添
付
書
類
を
添
え
て
、
８

月
30
日
（
金
）
午
後
５
時
ま

で
に
商
工
観
光
課
へ
持
参

※
詳
細
は
、
左
記
の
Ｑ
Ｒ
コ

ー
ド
を
読
み

込
み
、
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
発
達
が
気
に
な

る
お
子
さ
ん
や
保
護
者
を
対

象
に
、
発
達
障
が
い
児
等
早

期
療
育
支
援
事
業
を
実
施
し

「
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

　

マ
ム
ぐ
り
お
」
を
運
営
す

る
社
会
福
祉
法
人
朔
日
に
事

業
委
託
し
て
い
ま
す
。

　

表
の
日
程
で
早
期
療
育
支

援
事
業
を
実
施
し
ま
す
の

で
、
お
子
さ
ん
の
発
達
な
ど

お
困
り
の
こ
と
が
あ
れ
ば
、

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い

（
参
加
無
料
）。

※
今
後
も
同
内
容
の
事
業
を

開
催
予
定
で
す
。

※
原
則
、
先
着
順
で
受
付
し

ま
す
が
、
児
童
発
達
支
援
通

所
事
業
所
に
通
所
し
て
い
な

い
未
就
学
児
を
優
先
し
ま
す
。

　

第
８
次
行
財
政
改
革
実
施
計
画
の
進

捗
状
況
等
に
つ
い
て
、
意
見
を
い
た
だ

く
た
め
行
財
政
改
革
検
討
懇
談
会
を
設

置
し
て
い
ま
す
。
懇
談
会
は
傍
聴
で
き

ま
す
の
で
希
望
す
る
人
は
、
当
日
の
会

議
開
始
20
分
前
〜
10
分
前
に
会
場
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

　

今
回
は
、
令
和
５
年
度
の
主
な
取
組

環
境
大
臣
表
彰
の
発
表
が
あ

り
、
次
の
１
団
体
が
地
域
環
境

保
全
功
労
者
と
し
て
受
賞
さ
れ

ま
し
た
（
敬
称
略
）。

　

八
幡
市
環
境
市
民
ネ
ッ
ト

（
会
長
＝
八や

木ぎ

英ひ
で

夫お

）

（
敬
称
略
）。

山や
ま

口ぐ
ち

克か
つ

浩ひ
ろ（
市
議
会
議
員
）、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
八
幡
た
け
く
ら
ぶ

（
理
事
長
＝
竹た

け

下し
た

修し
ゅ
う

史じ

）

■
令
和
６
年
度

　
環
境
大
臣
表
彰

　

環
境
省
か
ら
令
和
６
年
度
の

■
令
和
６
年
度

　
京
都
府
市
町
村
・
地
域

　
自
治
功
労
者
表
彰

　

京
都
府
か
ら
令
和
６
年
度
の

市
町
村
・
地
域
自
治
功
労
者
表

彰
の
発
表
が
あ
り
、
次
の
１
人

１
団
体
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た

宝くじ助成金で備品を整備

　吉井松里町内会は、一般財団法人自治総
合センターが宝くじ社会貢献広報事業とし
て実施しているコミュニティ助成事業（宝
くじ助成金）を活用し、やぐら、スポット
クーラーや提灯等を整備されました。

結
果
に
つ
い
て
報
告
を
行
い
、
各
委
員

か
ら
意
見
を
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

■
日
時

　

８
月
２
日
（
金
）
午
前
10
時
〜

■
場
所

　

市
役
所
５
階
会
議
室
５

－

２

■
定
員　
５
人
（
先
着
順
）

行
財
政
改
革
検
討
懇
談
会
を
開
催

問
政
策
企
画
課
（
☎
９
８
３
・
１
０
１
４
）

　

６
月
７
日
に
開
会
し
た
令
和
６
年
八

幡
市
議
会
第
２
回
定
例
会
は
、
７
月
１

日
の
最
終
日
に
市
が
追
加
提
出
し
た
人

事
案
件
を
含
め
た
議
案
等
を
す
べ
て
可

決
・
承
認
・
同
意
さ
れ
、閉
会
し
ま
し
た
。

　

追
加
で
提
出
し
た
人
事
案
件
は
、
教

育
委
員
会
委
員
に
佐
野
恵
理
子
氏
（
再

任
）
を
任
命
す
る
議
案
で
す
。

市
議
会
第
２
回
定
例
会
議
決
結
果

問
財
政
課
（
☎
９
８
３
・
２
８
７
９
）

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

マ
ム
ぐ
り
お
が
設
置
さ
れ

て
い
る
社
会
福
祉
法
人
朔

日
の
施
設
Ａ‒

Ｂ
Ｏ
Ｃ
24
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熱損失防止改修工事で
住宅の固定資産税を減額

　減額要件のＡ～Ｄ全てを満たす熱
損失防止改修工事等を行った場合、
当該家屋の工事が完了した年の翌年
度の固定資産税額（120㎡まで）の
３分の１を減額します。
※改修工事により、認定長期優良住
宅となった場合は、固定資産税額
（120㎡相当分まで）の３分の２
を減額します。
■減額要件
Ａ平成26年４月１日以前から存在す
る住宅（賃貸住宅を除く）である

こと
Ｂ改修後の床面積が50㎡以上280㎡
以下であること
Ｃ令和８年３月31日までに次の❶の
工事、または❶と合わせて❷～❹
の工事を行った住宅で、改修部分
がいずれも現行の省エネ基準に適
合すること
❶窓の断熱改修工事（必須）
❷床の断熱改修工事
❸天井の断熱改修工事
❹壁の断熱改修工事

Ｄ改修工事に要した費用が補助金等
を除き、次のいずれかにあてはま
ること

▼熱損失防止改修工事の費用が60万
円を超えるもの

▼熱損失防止改修工事の費用が50万
円を超え、太陽光発電装置、高効率
空調機、高効率給湯器もしくは太
陽熱利用システムの設置工事の費
用との合計が60万円を超えるもの
■申請方法
　改修工事完了後３カ月以内に、申
請用紙と「増改築等工事証明書」「納
税義務者の住民票の写し（市内在住

の場合は不要）」「補助金等の明細書
の写し」、長期優良住宅の場合は「認
定通知書の写し」を添えて提出
※申請時はマイナンバーのわかるも
のと本人確認書類を持参してく
ださい（郵送の場合は写しを添
付）。
※過去にこの減額を受けたことがあ
る場合、または住宅耐震改修によ
る軽減を受けている場合は適用で
きません。また、工事内容によっ
ては、他の制度を利用できる場合
があります。詳しくはお問い合わ
せください。

問税務課資産税係（☎983‒2480）

問国保医療課医療係（☎983‒2976）

　国民健康保険（国保）に加入して
いる70歳以上75歳未満の人に高齢受
給者証を交付しました。８月１日以
降、医療機関で受診する際は、保険
証と一緒に窓口に提示してください。

※有効期限は令和７年７月末までで
す。ただし、有効期限までに75
歳になる人は誕生日の前日までが
期限となり、誕生日以降は、後期
高齢者医療制度の被保険者となり

※70歳以上75歳未満の国保被保険者
の収入の合計が、複数で520万円
未満、単身で383万円未満の場合
は２割負担となります。また、同
一世帯の70歳以上75歳未満の国保
被保険者の基礎控除後の所得の合
計額が210万円以下の場合も２割
となります。

ます。
■高齢受給者の自己負担割合
❶２割負担＝住民税課税所得が
145万円未満の人
❷３割負担（現役並み所得者）＝同
一世帯に住民税課税所得が145万
円以上で、70歳以上75歳未満の国
保の被保険者がいる人

高齢受給者証を交付

　入院や外来で医療費が高額になる
人は、国保医療課で限度額適用認定
証の交付を受けてください。
※70歳以上75歳未満の人で、「現役
並みⅢ」および「一般」区分の人は、
高齢受給者証が限度額適用認定
証を兼ねるため、申請不要です。
また、マイナンバーカードによる

オンライン資格確認を導入して
いる医療機関では、本人の同意が
あれば限度額適用認定証は不要
です。
　この認定証を医療機関の窓口に提
示すると、ひと月当たりの支払いが、
その世帯の負担区分の限度額（表１・
表２）までになります。

限度額適用認定証を交付

問国保医療課国保年金係（☎983‒2962）

１ 70歳未満の自己負担限度額（月額）

区　分
医療費の自己負担限度額
3回目まで ４回目以降

(※２)

住
民
税
課
税
世
帯

上
位
所
得
者

基礎控除後の総所得
901万円超

252,600円＋
(医療費の総額－842,000円)×１% 140,100円

基礎控除後の総所得
600万円超～
901万円以下

167,400円＋
(医療費の総額－558,000円)×１% 93,000円

一
　
般

基礎控除後の総所得
210万円超～
600万円以下

80,100円＋
(医療費の総額－267,000円)×１% 44,400円

基礎控除後の総所得
210万円以下 57,600円

住民税非課税世帯(※1) 35,400円 24,600円
※１…同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税である

世帯に属する人。
※２…過去12カ月間に１世帯で高額療養費の支給が４回以上あった場合。

２ 70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)

区　分
医療費の自己負担限度額

外　来
(個人単位)

外来＋入院
(世帯単位)

4回目以降
(※５)

住民税
課税世帯

現
役
並
み
所
得
者（
※
1
）

現役並みⅢ
(課税所得
690万円以上)

252,600円＋
(医療費の総額－842,000円)×1% 140,100円

現役並みⅡ
(課税所得
380万円以上)

167,400円＋
(医療費の総額－558,000円)×1% 93,000円

現役並みⅠ
(課税所得
145万円以上)

80,100円＋
(医療費の総額－267,000円)×1% 44,400円

一般(※２) 18,000円
(年間上限144,000円) 57,600円

住民税非
課税世帯

低所得Ⅱ(※３) 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ(※４) 15,000円

※１…同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国
保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の
収入の合計が、複数で520万円未満、単身で383万円未満の場合は申
請により「一般」となります。なお、同一世帯の70歳以上75歳未満
の国保被保険者の基礎控除後の総所得の合計額が210万円以下の場
合は「一般」となります。

※２…現役並み所得者と低所得Ⅱ・Ⅰ以外の人。
※３…同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税である

世帯に属する人(低所得Ⅰ以外の人)。
※４…同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税で、その

世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とし
て計算、給与所得者は給与所得からさらに10万円を控除)を差し引
いたときに０円となる人。

※５…過去12カ月間に１世帯で高額療養費の支給が４回以上あった場合。

重度心身障害老人健康管理事業費の自動給付が開始

問税務課市民税係（☎983‒1113）

▼１点だけで本人確認が可能な書類
　マイナンバーカードや免許証等、
官公庁が発行した顔写真付き証明書

　税務課では、第三者からの虚偽やなりすまし等
による課税（所得）証明の不正取得を防止し、個
人情報の保護を図ることを目的に、窓口で書類提
示による本人確認を行っています。
　交付申請時には、次のいずれかの本人確認書類
（郵送請求の場合は写し）を持参してください。

税証明の窓口交付には本人確認書類が必要です ▼ ❶または❷に示す
２点の組み合わせにより本人確認を行うもの
　（顔写真がない場合）
❶健康保険証、介護保険証、年金手帳等のうち２点
❷銀行の預金通帳・キャッシュカード、納税通知書
等のうち１点と、❶の書類のうち１点

ている口座へお振り込みします。支給金額につい
ては、お振り込みの前にお送りする支給決定通知
書をご確認ください。

　令和６年８月診療分から京都府以外の医療機関
で支払った医療費の支給申請が不要となります。
診療からおおむね３～４カ月後にご登録いただい

※令和６年７月以前の診療分は、支給申請
書の提出が必要です。
※府外受診の給付を受けたことがない人
は、別途口座登録が必要です。
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いろんな遊びやふれあいの場

子 育 て
すくすく
８月

子ども・子育て支援センター
すくすくの杜（☎ 972-1085）

子育て支援センター
あいあいポケット（☎983-8747）

第二子育て支援センター
そよかぜ（☎ 981-5009）

園
開
放
日

時間午前10時～11時30分(○は午前９時30分～10時30
分、●は午前10時30分～11時、△は午前10時30分～11時
30分、▲は午前11時15分～)。
※園開放・園庭開放については、未就園児を対象とします。
※持ち物や対象など、詳しくは右記のＱＲコードから市ホームペ
ージをご覧いただくか、各園までお問い合わせください。

センターでは
　市内在住の妊婦さん、および生後
２カ月～就学前のお子さんとその保
護者（すくすくの杜は、おおむね３
歳未満のお子さんとその保護者）を
対象に、親子で遊ぶ場、子育て相談、
発達相談（利用時間内に各センター
へ）、育児の情報交換の場を無料で
提供しています。各種事業など詳し
くは、上記のＱＲコードから市ホー

ムページをご覧ください。

▼開設日＝月曜～金曜日（全支援セ
ンター）および土曜日（すくすくの
杜のみ、あいあいポケットは第２土
曜日のみ）

▼利用時間＝午前９時～正午、午後
１時～４時

▼休館日＝日曜日、祝日および年末
年始（12月29日～１月３日）
※市に気象警報が発令されている場
合は休館となります。
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名前にもあるように元気に育っ
て色んな願いを叶えてね！

事業名 内容など 日　程

赤ちゃんの広場

手遊びやふれあい遊び
時間:午前10時～11時15分
対象:妊婦さんと生後２カ

月～１歳半の親子
※事前予約要。

７日(水)
有都こども園

園　名 日　程

保
育
園

わかたけ☎983-1313 20日(火)水遊びをしよう
八幡☎981-7491 23日(金)地蔵盆・水遊び(雨天中止)
ぶどうの木☎982-9013 ５日(月)～９日(金)〇水あそび・プールあそび

幼
稚
園
なるみ☎982-3368

29日(木)●プール＆しゃぼん玉あそび(雨天室
内遊び)
▲給食試食会(大人200円、未就園児100円)
申26日(月)午前10時～(ＨＰまたは電話)

認
定
こ
ど
も
園

やわた☎981-8101 月～金:育児相談(電話受付)※随時。

有都☎981-0873

５日(月)園庭開放
６日(火)水遊びをしよう
月～金:育児相談(電話受付)
月・火:ちびっこひろば(各５組　予約制)
金:ぴよぴよらんど(各５組　予約制)
※午前９時30分～11時30分、午後１時～４時

歩学園☎971-5687 27日(火)△園庭開放(水あそび)

子育て講座
すくすくの杜
はじめての離乳食講座 ▼ 22日(木)
午後２時30分～３時15分
対　象　生後２～６カ月の親子、
５組　申５日(月)～
※調理ではなく講義形式です。
離乳食展示 ▼ 28日(水)午前10時30
分～正午、午後１時～３時30分
対　象　生後２カ月～おおむね３
歳未満の親子　申不要
赤ちゃんのだっこ講座 ▼９月３日
(火)午前10時30分～11時30分
対　象　生後２～12カ月の親子、
10組　申19日(月)～
※だっこ紐の調整が必要な人は、
お持ちください。

あいあいポケット
図書館司書による「子どもの発達
と絵本」 ▼９月９日(月)午前10時
～11時
対　象　妊婦さんと生後２カ月～
就学前の親子　申26日(月)～

おひさまテラス

☎080-1402-1215
(代表:大西美和子)

おひさまテラス
ホームぺージ

ジュリアンセイコの「母と子の
相性による楽しい接し方を見つ
けませんか？」

▼ 24日(土)午前10時30分～11時
30分
対　象　就学前の親子、３組　
持ち物　飲み物
申受付中

まっちゃんのつながり遊び「歌
やパフォーマンスによる楽し
い時間を過ごしましょう」

▼９月７日(土)午前10時30分～
11時30分
対　象　就学前の親子、10組
持ち物　タオル・飲み物
申受付中

　赤ちゃんにはじめての１冊をプ
レゼントしています（申込不要）。
対象生後２カ月から１歳の誕生月

までのお子さん
　絵本リストなど詳しくは、左記
のＱＲコードから市ホームページ
をご覧いただくか、各支援センタ
ーへ

はじめての絵本

ママの健康 後回しになっていませんか？

■８月の対面スタジオ日程
市役所５階会議室５-１ 22日(木)午前10時～11時30分
※８月は、子ども・子育て支援センターすくすくの杜
での開催はありません。

▼対象者
　妊娠中のママ（安定期）
　育児中のママ（お子さんも一緒に参加
ＯＫ）

▼参加費　月額550円（税込み）

▼申込方法　右記ＱＲコー
ドから市ホームページに
アクセスし、専用ホーム
ページから申し込み

■お子さんの写真募集
　無邪気な笑顔、いたずらっ子な顔など、お子さんの
ナイスショットをどんどんお寄せください（掲載イメ
ージは上記をご覧ください）。
対　象　市内在住の就学前のお子さん（応募時点）
掲載枠数　３枠（状況に応じて掲載数は変動します）

応募方法　お子さんの写真に、次の内容を添えて、メ
ール（hisyo@mb.city.yawata.kyoto.jp）で応募もし
くは直接窓口にお越しください。
❶子どもの氏名（ふりがな）・生年月日・年齢・性別❷メ
ッセージ・コメント（全角30文字以内）❸住所※掲載
はしません。❹保護者氏名（ふりがな）❺電話番号
応募締切　掲載希望月の前月の５日まで※９月号掲載

分は８月５日（月）（窓口受付は土日祝を除く）まで。
その他　

▲

モノクロ写真および加工写真は不可

▲

紙面
のスペースに合わせてトリミングする場合があります▲

該当のお子さんのみが写っている写真を送付してく
ださい

▲

応募多数の場合は、先着順で掲載写真を決定
します

▲

前回の掲載から１年以上経過していれば、再
度掲載可能です 問秘書広報課（☎983-1087)

八幡市地域クラブ活動に向けた
小・中学校保護者説明会

　自分のライフスタイルに合わ
せ、対面とオンラインでの運
動・交流プログラムに参加でき
ます。凝り固まった体と心をリ
フレッシュしませんか。無料体
験も実施中！

　八幡市内中学校の「休日部活動」の段階的
な地域クラブ活動への移行に向けて、保護者
説明会を開催します。※申込不要。
日　時　８月31日（土）午後１時30分～３時
場　所　市文化センター３階　第３会議室
対　象　市内小・中学生の保護者（保護者以
外の人も参加可）
定　員　80人（先着順）

問学校教育課（☎983‒1126）問家庭支援課（☎983‒1115）
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イベント

▼やわた
　放課後学習クラブ
　学習アドバイザー募集
　小学５・６年生の自学自習の支援
者を募集します。
活動期間　令和７年２月までの、水
曜日の午後２時～５時、土曜日の午
前９時～11時30分（予定）
※夏季長期休業中は午前９時～11時
30分。学校によって活動時間が異な
る場合あり。
活動場所　中央小学校、さくら小学
校、美濃山小学校
内　容　学習支援（国語・算数）、
採点、試験監督（漢検・数検）、出
席管理、安全管理、生徒指導など
募集資格　令和６年４月１日時点で
満18歳以上、65歳未満の健康な人（高
校生不可）
報　酬　時給1,200円（交通費なし）
募集人数　若干名
その他　年数回のアドバイザー会議
への出席必須。応募に際し教員免許
等の資格は不要
応募方法　右記ＱＲ
コードの専用申込フ
ォームから応募
問南ケ丘教育集会所
（☎982-5010）

▼第37回京都まちとみどり
　写真コンクール
特別賞は八幡市内の風景が対象
　京都府都市計画協会主催の写真コ
ンクールです。八幡市内で撮影した
写真が八幡市長賞（特別賞）に選出
されます。詳細は府ホームページを
ご覧ください。
応募対象　「まちの水と緑」「まちの
緑と公園」「緑とのふれあい」など
都市緑化をテーマにした府内の写真
※他のコンクールに入賞した作品や
合成写真は不可。
応募方法　８月30日（金）正午まで
に、メールで府都市計画課（メール：
toshi@pref.kyoto.lg.jp）へ
問府都市計画課（☎414-5326）

▼「やわた春めぐり2024」
　フォトキャンペーン
　優秀作品
　市、観光協会、淀川三川合流域さ
くらであい館で連携し、「八幡の春」
をテーマに３月23日～４月21日に開
催していた「やわた春めぐり2024」
フォトキャンペーン。
　市ホームページに
全受賞作品を掲載し
ています。ぜひご覧
ください。
問秘書広報課（☎983-1087）

▼図書館のおはなし会
　おはなしの部屋で、図書館司書が
子どもたちに絵本の読み聞かせや手
遊びなどをします。※事前申し込み
不要。
❶八幡市民図書館
日　時　８月３日、10日、17日、24
日、31日の毎週土曜日、午後２時30
分～３時
❷男山市民図書館
日　時　８月10日、17日の各日土曜
日、午後２時30分～３時
対　象　いずれも４歳～小学生のお
子さん
問八幡市民図書館（☎982-7322）、
男山市民図書館（☎982-4123）

▼「オレンジやわた」
　ワークショップを開催
　９月開始の認知症啓発事業「オレ
ンジやわたパネル展」で飾るオレン
ジフラワーを一緒に作りませんか。
日　時　８月22日（木）午前10時～
正午※参加費無料。
場　所　市役所１階エントランス
※９月の「認知症月間」に向け、さく
らであい館のライトアップやパネル
展などのイベントを企画中。詳細は
広報やわた９月号でお知らせします。
問高齢介護課（☎983-5471）

講座・教室

▼手話で楽しむ
　絵本読み聞かせ
　手話がわからない人も、赤ちゃん
から大人まで、どなたでも参加でき
ます。気軽にお立ち寄りください。
日　時　８月25日（日）午後２時～
２時30分※参加費無料。事前申し込
み不要。
場　所　男山市民図書館
問障がい福祉課（☎983-2129）

▼八幡市
　介護・福祉職場就職フェア
　福祉の仕事に関心がある人は、ぜ
ひご参加ください。イベント詳細は
折り込みチラシをご覧ください。
日　時　８月24日（土）午後１時30
分～４時
場　所　文化センター小ホール
問老人福祉施設連絡協議会（☎982-
3887）

▼八幡市合同企業説明会
　市内外の求職者を対象に、市内企
業７社（予定）が集まり就職説明会を
開催します。あわせて、ハローワーク
による臨時就職相談も実施します。
日　時　９月３日（火）午後１時30
分～４時※参加費無料。事前申し込
み不要。
場　所　文化センター３階第３会議
室
その他　服装自由、履歴書不要
問ハローワーク伏見（☎602-8609）

▼和紙ちぎり絵講習会
　好きな和紙を選び、初秋をテーマ
にしたちぎり絵の制作と表現を楽し
みましょう。経験不問。
日　時　①９月14日（土）午前９時
30分～11時、②10月５日（土）午前
９時30分～11時、③11月２日（土）
午前10時～11時
場　所　山柴公民館
定　員　各回５人
参加費　１回500円
申・問開催日の５日前までに、電話
で文化協会和紙ちぎり絵サークル＝
本郷（☎981-1829）へ

▼朗読ボランティア
　養成講座の受講生募集
　視覚障がい者や活字が読みにくい
人に、文字を「声」にして正確に分
かりやすく伝える知識や発声、発音
など朗読の基本を学んでみませんか。
日　時　９月18日、25日、10月２日、
16日、23日、30日。各日水曜日。全
６回。午後１時30分～３時30分
場　所　八幡市民図書館３階集会室
（八幡小学校隣）
定　員　16人（先着順）
参加費　300円（資料代）
講　師　北川　富美代さん（日本ラ
イトハウス音訳講師）
申電話で障がい福祉課（☎983-
2129）へ
問朗読ボランティアサークルよむよ
む＝光成（☎982-0827）

▼第５回まちゼミiｎ八幡
　個人商店（商工会員）が講師とな
り、専門店ならではの知識やプロの
コツ、お得な情報を教えるミニ講座
です。※参加費無料。一部材料費が
必要。
日　程　８月19日（月）～９月20日
（金）
場　所　まちゼミ参加店舗など
申・問商工会（☎981-0234）へ

▼普通救命講習Ⅰ
日　時　９月14日（土）午前９時～
正午※参加費無料。
場　所　消防本部４階コミュニティ
消防・防災センター
対　象　市内在住・在勤・在学の16
歳以上の人
定　員　30人
内　容　成人に対する心肺蘇生法
（胸骨圧迫、人工呼吸）、ＡＥＤ（自
動体外式除細動器）の取り扱い
講　師　救急救命士および消防職員
その他　テキストは当日配布。筆記
用具を持参し、実技に適した服装で
参加ください。講習終了後、修了証
を交付します。自動車の駐車スペー
スがございませんので、公共交通機
関、バイクまたは自転車でお越しく
ださい
申・問９月13日（金）午後５時15分
までに、電話で消防本部警防課救急
係（☎981-1849）へ

▼元気アップ体操教室

参加費　１回500円（初回は参加費
無料。お得なパスポートもあります）
申初回参加時は、下記問い合わせ先
まで電話でお申し込みください
問ＮＰＯ法人元気アップＡＧＥプロ
ジェクト（☎080-4242-4734）

場所・日時

①
二区公会堂
８月５日、19日、26日。各日、
月曜日。午後２時30分～４時

②

地域包括ケア複合施設ＹＭＢＴ
８月５日、19日、26日。各日、
月曜日。午前10時～11時30分
８月６日、20日、27日。各日、
火曜日。午後２時～３時30分

※ほか、市内各所で実施していま
すので、お問い合わせください。

▼「会員研究発表」
　～柏村直條（柏亭醜哉）の
　　　　　　　　　東紀行～
日　時　９月27日（金）午後２時～
４時
場　所　文化センター３階第３会議
室
定　員　40人（先着順）
参加費　400円
講　師　田中　美博さん（八幡の歴
史を探究する会）
申・問９月20日（金）までに、電話ま
たはメールで、八幡の歴史を探究す
る会＝谷村（☎090-9886-2210、メ
ール：rekitan013@gmail.com）へ

▼市民文化祭の
　展示発表作品募集
開催日　10月26日（土）、27日（日）
場　所　文化センター
出品資格　市内在住・在勤・在学者
（高校生以上）※団体代表者または
個人は実行委員会に出席すること。
出品種目　書、絵画、写真、陶芸、
手工芸、文芸（短歌・俳句など展示
可能なもの）、華道、園芸、その他
共同制作など展示発表に適するもの
出品点数　各種目１人１点、共同制
作は１グループ１点
出品要件　①壁面または卓上に展示
できるもの②書および絵画は額また
は軸装で可能な限り透明アクリル板
使用のもの
申９月14日（土）
午後１時～３時
に、生涯学習課、
生涯学習センタ
ー、各公民館、コミュニティセンタ
ー、市民交流センター、文化センタ
ーにある申込書に記入し、文化セン
ター２階会議室１へ持参
問文化協会（☎・ＦＡＸ983-9202、
火・木・金の午前９時～午後４時）

▼交通安全書道展作品募集
募集期間　８月27日（火）～30日（金）
提出場所　市役所４階管理・交通課
窓口
提出方法　①作品は普通半紙で１人
１点。未発表のもの②所定の出展票
（管理・交通課窓口もしくは各学校、
市ホームページで入手可）に必要事
項を記入し、作品中央下部に貼付し、
提出してください。台紙は不要③郵
送する場合は、氏名・住所・電話番
号を明記してください。なお、作品
は返却しません④課題は自由（交通
安全にちなむもの）
展示期間　９月21日（土）～29日（日）
展示場所　生涯学習センター
問管理・交通課（☎983-5144）

▼やわたのまちの
　小さな仲間たち
　フォトコンテスト作品募集
　市内の自然に暮らす植物や生き物
を撮影した写真を募集します。
応募対象　令和６年度に撮影した八
幡市内の自然の生き物（動植物問わ
ず）※ペットや飼育・栽培している
生き物は対象外。

応募方法　９月２日（月）までに、
右記ＱＲコードから市
ホームページの専用申
込フォームで応募
問環境政策課（☎983-
2795）

■賞
人数・賞品

大賞 １人・図書カード3,000円分
入賞 ９人・図書カード1,000円分
※応募者全員に参加賞を贈呈。
※応募点数は１人２点まで。
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▼母子家庭の
　人間ドックについて
受診期間　令和７年１月～３月の午
前中（土・日、祝日、年始は除く）
場　所　京都第一赤十字病院健診セ
ンター（京都市東山区本町15-749）
対　象　令和６年４月１日現在30歳
以上65歳未満で児童扶養手当を受給
している府内在住の母子家庭の母※
昨年度受診した人は不可。
定　員　京都府内（京都市除く）で
80人（申込が定員を上回った場合、
受診できないことがあります。受診
の可否については、返信用封筒でお
知らせします）
費　用　無料（精密検査分などは自
己負担）
申・問８月30日（金）までに申込用紙
（家庭支援課で配布）と110円切手を
貼った返信用封筒（宛名明記）を添え
て、家庭支援課（☎983-1112）へ

▼打ち水で夏を快適に

実施日　夏季にかかわらず晴れた暑
い日
　８月１日（木）は「水の日」。「打
ち水」は誰もが手軽に楽しくできる、
ヒートアイランド対策・地球温暖化
対策の取り組みです。日本古来の風
習で、エコに涼しさを感じてみませ
んか。雨水などを利用し、自宅前の
道路や事業所の敷地で打ち水をして
みましょう。※通行人にかからない
よう十分注意してください。
　国全体での取り組み
の詳細は、右記ＱＲコ
ードから「打ち水大作
戦2024」ホームページ
をご覧ください。
問環境政策課（☎983-2795）

▼社会福祉法人等による
　利用者負担軽減制度
　社会福祉法人等が提供するサービ
スを利用する市民税非課税世帯で、
次の要件をすべて満たす場合、介護
サービス費および居住費、食費の４
分の１の利用者負担を軽減する制度
です。なお、旧措置入所者として利
用者負担割合が５％以下の人や生活
保護受給者は軽減対象が異なりま
す。※制度適用には、申請と認定が
必要です。
要　件
①年間収入が単身世帯で150万円（世
帯員１人増えるごとに50万円加算）
以下
②預貯金等が単身世帯で350万円（世
帯員１人増えるごとに100万円加算）
以下
③自らの住まい以外の住居や土地な
ど活用できる資産がないこと
④負担能力のある親族等に扶養され
ていないこと
⑤介護保険料を滞納していないこと
軽減対象となるサービス
　訪問介護、通所介護、短期入所生
活介護※、定期巡回・随時対応型訪
問介護看護、夜間対応型訪問介護、
地域密着型通所介護、認知症対応型
通所介護※、小規模多機能型居宅介
護※、地域密着型特別養護老人ホー
ム、看護小規模多機能型居宅介護、
特別養護老人ホーム、第一号訪問事
業のうち介護予防訪問介護に相当す
る事業、第一号通所介護のうち介護
予防通所介護に相当する事業（※は
介護予防サービスを含む）。
申・問申請方法など詳細は、高齢介
護課（☎983-1328）へ

市政情報

募　　集

▼電気自動車用急速充電器の
　撤去について
　市役所第２駐車場内に設置してい
た電気自動車用急速充電器は、設置
から10年が経過し、頻繁に不具合が
発生していたため、撤去いたしまし
た。長らくご利用いただき、ありが
とうございました。
問総務課（☎983-2115）

▼八幡市家族介護者交流事業
　旅行を通じ、介護者同士の交流や
心身のリフレッシュを図ります。
日　時　①９月19日（木）、②11月
６日（水）午前９時～午後４時30分
場　所　①神戸・有馬方面（六甲ガ
ーデンテラス・有馬温泉ほか）、②
滋賀・信楽方面（陶芸絵付け・モン
ブラン作り体験ほか）
対　象　要介護度１～５の要介護者
を介護する家族
定　員　①、②ともに約40人（参加
は１人１カ所のみ）
参加費　1,000円
申・問①は８月23日（金）まで、②
は10月４日（金）までに、電話で高
齢介護課（☎983-5471）へ

▼在日外国人に特別給付金
　無年金の在日外国人のうち
①高齢者（大正15年４月１日以前生）
②重度障がい者
に特別給付金を支給しています。
　支給額は①月額10,000円、②月額
36,000円です。
※①②ともに支給要件と所得制限が
あります。
問①は高齢介護課（☎983-5471）、
②は障がい福祉課（☎983-2129）

▼ハローワーク臨時窓口の
　ご案内
　「ひとり親全力サポートキャンペ
ーン」としてハローワーク伏見の臨
時窓口を設置します。児童扶養手当
の現況届提出の際に、ぜひご利用く
ださい。
日　時　８月５日（月）、20日（火）午
前11時～午後３時
場　所　市役所３階会議室３-４
内　容　職業相談、職業紹介、各種
セミナー案内、応募書類の作成支援
など
問家庭支援課（☎983-1112）

▼児童扶養手当・
　特別児童扶養手当の
　現況届のご案内

❶児童扶養手当とは？

　父母の離婚等で父（母）と生計を
ともにしないひとり親家庭や父（母）
に代わってその児童を養育している
人に支給する制度です。
【対象となる児童】
　次のいずれかに該当する児童のう
ち、18歳になって最初に迎える３月
31日までの児童、または、おおむね
中程度以上の障がいのある20歳未満
までの児童。
①父母が離婚などをした、②父（母）
が死亡した、③父（母）が障がいの
状態（基準あり）にある、④父（母）
から１年以上遺棄されている、⑤父
（母）が法令により１年以上拘禁さ
れている、⑥父（母）が裁判所から
ＤＶ保護命令を受けた、⑦父（母）
の生死が１年以上明らかでない、⑧
婚姻によらないで生まれた

❷特別児童扶養手当とは？

　精神または身体におおむね中程度
以上の障がいのある20歳未満の児童
を監護（養育）する父母などに支給
する制度です。※認定は医師が審査
し、決定します。
【対象となる児童】
　目や耳など身体が不自由である、
日常の生活を制限される程度の病気
にかかっている、知的発達に障がい
があるなど。
【手当額（月額・児童１人）】
１級＝55,350円、２級＝36,860円
※❶❷とも受給者および扶養義務者
の所得制限があります。
問家庭支援課（☎983-1112）

　児童扶養手当・特別児童扶養手
当を受給中の人は、毎年、現況届
や所得状況届の提出が必要です。
２年間続けて現況届や所得状況届
の届出をしないと資格喪失になり
ます。
　必要書類を郵送しますので、次
の期日までに家庭支援課で手続き
をしてください。
児童扶養手当（現況届）
８月１日（木）～９月２日（月）
特別児童扶養手当（所得状況届）
８月９日（金）～９月11日（水）

■手当額（月額）

区　分 支給対象
児童１人

支給対象
児童２人

全部支給 45,500円 56,250円

一部支給 45,490円～
10,740円

56,230円～
16,120円

全部停止 0円 0円
※３人目以降は１人増えるごとに
全部支給で6,450円、一部支給で
6,440円～3,230円加算。
※一部支給は所得に応じて決定。

▼二十歳のつどいの
　実行委員募集
　令和７年１月13日（月・祝）に開
催予定の八幡市二十歳のつどいで、
企画運営をしていただく実行委員を
募集します。
対　象　市内在住の新たに20歳にな
る人（平成16年４月２日～平成17年
４月１日生）
申８月30日（金）（必着）までに、
ハガキに住所・氏名・生年月日・性
別・電話番号(自宅および携帯)・メ
ールアドレスを記入し、〒614-8501
(住所不要)こども未来課へ。または、
市ホームページの専用申込フォーム
からお申し込みください※実行委員
会（会議）の開催日程は、後日お知
らせします（９月中旬予定）。
問こども未来課（☎983-5674）

▼「キッズ教室」参加者と
　スタッフ募集
　日本スポーツ協会、スポーツ少年
団の推進する、遊びながら基礎運動
能力を向上させる活動です。
日　程　10月～令和７年３月の月３
回(指定日)午前10時～11時30分※11
月、12月は体育館工事のため休み。
場　所　有都小学校体育館、グラウ
ンド
対　象　①参加者は３歳～小学３年
生( ４月１日現在)、３歳児は保護
者同伴②スタッフは体を使った遊び
の経験者・幼児教育経験者・子ども
のスポーツ指導経験者など幼児の運
動遊びに興味のある人※年齢不問。
参加費　①2,000円（保険代・登録
費等）②無料
申・問８月31日（土）までにハガキ
に住所・氏名（ふりがな）・年齢・
性別・電話番号を記入し、スポー
ツ協会（〒614-8023八幡名残23-１
〈市民交流センター内〉、☎・ＦＡ
Ｘ983-9202、月・水・金の午前９時
～午後４時）へ
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【児童図書】〈科学の本〉
『宇宙ステーションおし
ごと大図鑑』
ＤＫ社／編
野口　聡一／日本語
版監修
桑原　洋子／訳
河出書房新社
　人類が宇宙へ飛び立つ基地となる
宇宙ステーション。その詳細を美し
い写真とともに紹介。小学校高学年
から。

▲

八幡市ごみ分別アプリ
　ごみ出しの曜日や分別、ごみの出
し方についてのＱ＆Ａなどが見られ
る便利なアプリです。下記ＱＲコー
ドからダウンロードできます。

問環境業務課（☎983-5340）

iOS

Android

生　　活

▲

８月の図書館休館日

図書館コーナー

図書館へのお問い合わせは
◆八幡市民図書館（☎982‒7322）
◆男山市民図書館（☎982‒4123）

▲

し尿収集日程のお知らせ
問城南衛生管理組合　☎631‒5171

ＦＡＸ631‒6011

▲

自動車文庫の巡回日程
　午前11時に気象警報発令時はすべ
て運休。なお、注意報発令時は、天候
により巡回しない場合もあります。

▲

大型ごみの持ち込み
１日５点まで（すべて有料） 

【祝日】８月12日（月・振休）午前
９時～正午
※戸別収集は取り扱っていません。
【平日】月曜日～金曜日、午前８時
30分～午後４時30分
※戸別収集は要予約。
場　所　市役所東側別館環境事務所
問環境業務課（☎983-5340）

八幡市民図書館
２日（金）、９日（金）、12日（月・振休）、
16日（金）、23日（金）、29日（木）、30
日（金）
男山市民図書館
５日（月）、13日（火）、19日（月）、26
日（月）、29日（木）

短　　信

【事例】映画館で使う会員カード
を更新しようと、サイトに入った。
「スタート」ボタンを押して移動
した画面にクレジットカード情報
などを入力したら、「５日間の無
料期間後、月額約7,500円かかる」
と表示された。別のサイトに登録
してしまったようだ。登録を取り
消したいが方法がわからない。（40
歳代・女性）
【アドバイス】目的のサイトに入
ったつもりが、実はサブスク広告

だったというトラブルです。「ス
タート」「ダウンロード」などの
ボタンの枠に「×」印等があれば
広告です。気付かずに登録してし
まったら、すぐ取り消しましょう。
困ったときは生活
情報センターにご
相談ください。

生活情報センターだより生活情報センターだより

そのスタートボタン、
別サイトの広告かも!?
サブスク誘導に注意！

受付：平日午前９時～正午、午後１時～４時30分
☎ ：983-8400　ＦＡＸ：983-8401

生活情報センター

　多重債務法律相談【無料】　
　京都弁護士会より派遣された弁護士が相談に応じます。１人30分。
日　時　９月４日（水）午後２時～３時30分、生活情報センター
定　員　３人※先着順。
申・問８月１日（木）～９月３日（火）に要予約。詳しくは電話で
生活情報センター（☎983-8400、ＦＡＸ983-8401）へ

８月の収集日　収集地域
８月１日(木)、27日(火)
八幡(林ノ元、池ノ首、カイトリ、
焼木、在応寺、長町、科手)
８月６日(火)、30日(金)
橋本、八幡(高坊、平ノ山、大谷)
８月８日(木)、９月３日(火)
八幡(森垣内、名残、双栗)、川口(高
原を含む)、下奈良、上奈良
８月16日(金)、９月５日(木)
八幡(今田、園内、三本橋、馬場、
三ノ甲、長田、石不動、軸、岸本、
東林、柿木垣内、小松、河原崎、
清水井、広門、植松、三反長、隅
田口、山下、久保田、月夜田、土井、
吉野、山路、源氏垣外、平谷)
８月17日(土)、９月６日(金)
内里(荒場、河原、女谷、西山川、
砂畠除く)
８月20日(火)、９月10日(火)
内里(荒場、河原、女谷、西山川、
砂畠)、戸津、美濃山、八幡(山田、
一ノ坪、福禄谷、南山、水珀)
８月22日(木)、９月12日(木)
野尻、岩田、上津屋

▲

食用廃油の回収日程表
問環境業務課（☎983‒5340)

14日(水)
上奈良・下奈良・上区・中区・内里・
三区公会堂、石清水ビューハイツ・
双栗・五区集会所、川口天満宮前、
市役所旧庁舎東側、八幡人権・交
流センター、八幡御馬所20番地、
南山小西側、柿ケ谷集会所、八幡
福禄谷114番地、福禄谷公園
16日(金)
長町北・樋ノ口集会所、長町児童
公園、八幡長町11番地、橋本公民館、
橋本栗ケ谷26番地、ひつじ・やぎ
公園、足立寺史跡公園
※回収日の午前８時までに出して
ください。
※食用廃油用回収箱を各箇所に設
置していますので、食用油の元の
容器またはペットボトルに入れて
出してください。
※回収場所が分からない人はお問
い合わせください。

【成人図書】
レシピの役には立ちません
 　阿川　佐和子
俺たちの箱根駅伝　上・下
 　池井戸　潤
笑う森 　荻原　浩

30分間停車します
８月６日(火)、27日(火)
内里(有智郷市民公園) 14:00～
上津屋里垣内(四季彩館) 14:40～
八幡長町・北(７組ロータ
リー ) 15:30～
橋本栗ケ谷(メロディハイ
ム希望ヶ丘前) 16:20～
８月７日(水)、28日(水)
男山石城(地域包括ケア複
合施設ＹＭＢＴ) 13:20～
岩田岩ノ前(石田神社御旅
所) 14:10～
橋本あらかし公園(西入口) 15:00～
西山足立(橋本児童センタ
ー ) 15:40～
橋本西山本(橋本橋東側) 16:20～
８月13日(火)
南ケ丘保育園 14:10～
美濃山御幸(みゆき南公園) 14:50～
ファインガーデンスクエア
(ウエストエントランス) 15:30～
男山笹谷(Ｄ19棟南側) 16:30～
８月14日(水)
橋本塩釡(島岡歯科医院前) 13:40～
南ケ丘児童センター 14:20～
八幡山田(しののめ公園) 15:00～
美濃山幸水(幸水集会所) 15:40～
子ども・子育て支援センタ
ー (すくすくの杜) 16:20～
８月20日(火)
岩田松原(魚清前) 13:10～
ケアハウスポポロ21 14:00～
八幡長町・南(児童遊園) 14:50～
八幡樋ノ口(今井氏宅前) 15:30～
８月21日(水)
下奈良今里(有都交流セン
ター ) 14:10～
川口(まつむし児童公園) 14:50～
有都小学校 15:30～
美濃山小学校 16:20～

▼淀川河川公園イベント
①みんなでワイワイ手ぶらでＢＢＱ
in大山崎
　淀川で手軽にＢＢＱを楽しみまし
ょう。無料モルック体験もあります。
日　時　９月28日（土）午前11時～
午後３時※最終受付は正午。予備日
は９月29日（日）。
場　所　淀川河川公園大山崎地区
定　員　150人（先着順）
参加費　大人（中学生以上）3,300円、
小人（小学生以下）1,900円※食事
の準備が不要な幼児は無料。席のみ
用意します。
申８月７日（水）午前10時から淀
川河川公園ホームページ（https://
www.yodogawa-park.jp/）で受付
②淀川河川公園写生画コンテスト
2024初開催
　「わたしたちのよどがわかせんこ
うえん」をテーマに、写生画を募集
します。応募規定や各賞などの詳細
は、淀川河川公園ホームページをご
覧ください。
募集作品　淀川河川公園の供用区域
内で描かれた写生画または供用区域
内の一部を被写体に描かれた写生画
応募方法　11月30日（土）必着で、
郵送で淀川河川公園守口サービス
センター（〒570-0096　大阪府守口
市外島町７-６　写生画コンテスト
2024事務局）へ
問淀川河川公園守口サービスセンタ
ー（☎06-6994-0006）

▼放送大学10月入学生募集
　放送大学は、大学卒業資格が取れ
る通信制大学。パソコンやスマート
フォンで、心理学・福祉・経済・歴史・
文学・情報・自然科学など、300以
上の幅広い授業科目を１科目から学
ぶことができます。
　全国に学習センターなどが設置さ
れており、サークル活動などの学生
の交流も行われています。
受付期間　第１回：８月31日（土）
まで、第２回：９月10日（火）まで
※資料請求無料。
問放送大学京都学習センター（☎
371-3001）

▼剪定枝チップ化物無料配布
①個人等小口利用者向け
配布日時　９月２日（月）～６日（金） 
午前９時～午後４時（正午～午後１ 
時は除く）※事前申し込み不要。
持ち物　袋や容器、スコップ
配布場所　旧奥山リユースセンター 
（城陽市寺田奥山１-61）
②農家等大口利用者向け
配布日時　９月９日（月）～13日（金） 
午前９時～午後４時（正午～午後１ 
時は除く）
配布場所　旧奥山リユースセンター
定　数　各日、先着40台※引取時は
軽～４ｔ車のダンプまたはトラック
で、飛散防止用シートなどを用意し
てお越しください。
申 ②のみ、８月28日（水）～30日
（金）、各日午前９時～午後４時（正
午～午後１時は除く）の期間に、電
話でリサイクルセンター長谷山（☎
0774-56-5556）へ
問城南衛生管理組合(☎0774-34-
3376)

▼身体障がい者（耳鼻科）
　巡回相談
　府家庭支援総合センターが専門医
による聞こえに関する巡回相談を行
います。
日　時　９月６日（金）午後１時～
３時※参加費無料。
場　所　男山公民館
定　員　10人（先着順）
相談内容　現在使用中の補聴器の相
談、補聴器が必要か否かの聞こえに
関する相談、補聴器購入の相談、聴
覚障がいに関する相談等
その他　巡回相談では、身体障害者
手帳、障害年金、特別障害者手当等
の認定診断は行いません
申・問８月23日（金）
までに、右記ＱＲコー
ドもしくは電話、ＦＡ
Ｘで、住所・氏名・年齢・
電話番号・相談内容を障がい福祉課
（☎983-2129、ＦＡＸ981-8080）へ

NEW
BOOK 新着図書紹介 ▶ 
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【電話予約制、先着８人】
相続・離婚・金銭問題・借地・借家・
近隣トラブル・交通事故等の法律相
談に弁護士が応じます。時間はいず
れも午後１時15分～３時55分です。
１人20分。

※予約は、午前９時から電話で生活
情報センター（☎983-8400）へ。利
用される人は前回の利用から少なく
とも２カ月の間隔を空けてください。

困ったときは
ご相談ください

※日時や会場が変更される場合が
あります。詳細は担当課へお問い
合わせください。

弁護士相談弁護士相談

【電話予約制、先着５人】
土地建物、登記、契約、相続、消費
者金融問題等の法律相談に応じま
す。時間は午後１時30分～４時です
（相談時間は1人30分）。

▼８月22日（木）生活情報センター※
予約は15日（木）午前９時から電話で
生活情報センター（☎983-8400）へ。
利用される人は前回の利用から、少
なくとも２カ月の間隔を空けてくだ
さい。

司法書士相談司法書士相談

一般相続、遺言、官公署への許認可、
各種契約書等の書類作成や成年後見
制度に関する相談に行政書士が応じ
ます。時間は午後１時30分～４時で
す。お問い合わせは市民協働推進課
（☎983-5749）へ。※予約不要。

▼８月１日（木）文化センター２階
会議室１

行政書士相談行政書士相談

国や府、市などの行政に関する苦情
や意見・要望を受け付けます。時間
は午後１時30分～４時です。お問
い合わせは市民協働推進課（☎983-
5749）へ。※予約不要。

▼８月16日（金）文化センター２階
会議室１

行政相談行政相談

福祉に関する相談に応じます。まず
は、お電話ください。ふれあい福祉
センター（☎・ＦＡＸ983-2000）
【常設相談】月曜～金曜日　午前９
時～午後５時　社会福祉協議会（時
間外の夜間・休日は留守番電話また
はＦＡＸで受け付けます）
【出張相談】火曜、木曜、金曜日（祝
日除く）午前10時～正午、八寿園

ふれあい福祉相談ふれあい福祉相談
消費生活全般に関わる相談に公的資
格を持つ専門相談員が応じます。
月曜～金曜日（祝日除く）午前９時
～正午・午後１時～４時30分、生活
情報センター（☎983-8400）

消費生活相談消費生活相談

高齢者の介護やひとり暮らし高齢者
の相談と情報を提供します。
地域包括支援センター（月曜～土曜
日＜祝日除く＞午前９時～午後５時）
やまばと（☎982-8000）、梨の里（☎
982-0125）、美杉会（☎971-3576）、
有智の郷（☎972-1000）
※在宅介護支援センター京都八勝館
（☎982-3883）、京都ひまわり園（☎
983-8111）でも相談できます（日時
は地域包括支援センターと同じ）。
※問い合わせ先が分からない場合は
高齢介護課（☎983-5471）へ。

介護相談介護相談児童虐待の通告について児童虐待の通告について
月曜～金曜日　午前８時30分～午後
５時15分、家庭支援課（☎983-3148）
※府宇治児童相談所京田辺支所（☎
0774-68-5520）でも対応します。
※土日祝日、夜間の緊急時は児童相
談所虐待対応ダイヤル（☎189）へ。

子どものことで心配なことがあれば
一緒に考え、助言をします。
月曜～金曜日（祝日除く）午前８時
30分～午後５時15分、家庭支援課（☎
983-3148）

家庭児童相談室家庭児童相談室

母子・父子家庭の相談に応じます。
月曜～金曜日（祝日除く）
午前９時～正午・午後１時～５時、
家庭支援課（☎983-1112）

母子父子家庭相談母子父子家庭相談

人権に関わる相談やいろいろな悩み
に人権擁護委員が応じます。時間は
午後１時～４時です。

▼８月19日（月） ▼26日（月）八幡
人権・交流センター（人権政策課）

▼８月20日（火）生涯学習センタ
ー※電話相談も受け付けます。（☎
981-3127）

人権相談人権相談

女性相談女性相談

【電話予約制】
完全予約制。年金相談を希望される
人は、事前に下記へ予約してくださ
い。先着順。

▼10月18日（金）午前10時～午後３
時、文化センター３階講習室１
※予約は９月18日（水）午前８時30
分から電話で受け付けます。
予約先　京都南年金事務所お客様相
談室（☎644-1165）※音声ガイダン
スの案内が流れたらキーの「１」を
押し、次の音声ガイダンスが流れた
ら「２」を押してください。

年金相談年金相談

経済的にお困りの人やご家族からの
生活、仕事などの相談に専門の相談
員が応じます。月曜～金曜日（祝日
除く）午前８時30分～午後５時15分、
生活支援課（☎983-1138）

くらしと仕事の相談くらしと仕事の相談
専門相談員が求職者等の就職を支援
します。時間は午前10時～午後４時。
※事前予約制です。予約は商工観光
課（☎983-2853）まで。

▼８月22日（木）市役所４階会議室
４-３、４-４

京都ジョブパーク個別就職相談会京都ジョブパーク個別就職相談会
サポステ京都南個別就労面談サポステ京都南個別就労面談

ひきこもりで悩んでおられる人やご
家族からの相談に応じ、必要とする
支援を紹介します。専門の支援員が
ご自宅などに訪問することもできま
す。月曜～金曜日（祝日除く）午前
８時30分～午後５時15分、生活支援
課（☎983-1138）

ひきこもり相談窓口ひきこもり相談窓口

恋人や親しいパートナーからの暴
力、ストーカー、セクハラなどの女
性問題について相談に応じます。場
所は八幡人権・交流センター（人権
政策課）です。
【専門相談】（要予約、先着３人）

▼８月８日（木） ▼22日（木）午後
１時30分～４時30分、詳しくは同セ
ンター（☎983-1784）へ
【一般相談】月曜～金曜日（祝日、
年末年始除く）午前10時～正午・午
後１時～５時※受け付けは当日の午
後４時まで。

【要予約、先着３人】
女性が抱える法律上の問題に関する
相談に女性弁護士が応じます。時間
は午後１時30分～３時20分。１人30
分。

▼８月27日（火）文化センター２階
会議室※予約は、８月１日（木）午
前10時から八幡人権・交流センター
窓口または電話で女性相談専門ダイ
ヤル（☎983-1784）へ。ご利用は年
度内１人１回まで。

女性のための弁護士相談女性のための弁護士相談

＜寄附＞　６月30日、匿名希望者
から、「ふるさと応援寄附金」と
して10,000円。７月１日、匿名希
望者から、「ふるさと応援寄附金」
として11,000円。７月１日、匿名
希望者から、「ふるさと応援寄附
金」として12,000円。
＜寄贈＞　６～７月、古里治彦さ
まから、中央小学校および男山第
三中学校、男山中学校、市内公立
保育園・こども園に、ホワイトコ
ーン計500本。７月16日、公益財
団法人日本公衆電話会さまから、
こども手帳257冊と電子版案内。
　市に＜寄附・寄贈＞をいただき
まして、ありがとうございました。

国民年金からのお知らせ

問京都南年金事務所お客様相談室（☎644‒1165）、国保医療課国保年金係（☎983-2594）

　次の①から③に該当する人が亡
くなられた時に、その人によって
生計を維持されていた「子のある
配偶者」または「子」に支給され
ます（「子」とは、18歳到達年度
の末日までの子、もしくは20歳未
満で１級・２級の障がいの状態に
ある子をいいます）。
①国民年金の被保険者
②国民年金の被保険者であった人
で、日本国内に住所がある60歳以
上65歳未満の人
③老齢基礎年金の受給資格期間が
25年以上ある人
　ただし、①②の場合は、死亡月
の前々月までの被保険者期間のう
ち、保険料納付済期間と免除期間
を合わせた期間が３分の２以上必
要となります（死亡日が令和８年
３月末日までの時は、死亡した人
が65歳未満であれば、死亡日が含
まれる月の前々月までの直近１年

遺族基礎年金について

　国民年金の第１号被保険者とし
て保険料を納めた期間（免除期間
を含む）が10年以上ある夫が亡く
なられた場合に、10年以上婚姻関
係が継続していて、夫によって生
計を維持されていた妻に60歳から
65歳までの間支給されます。年金
額は、夫の第１号被保険者期間に
基づいて計算された老齢基礎年金
額の４分の３です。
　ただし、死亡した夫が障害基礎
年金の受給権者だったことがあ
る場合や、老齢基礎年金を受けて
いた時、また、妻自身が老齢基礎

年金の繰上げ支給を受けている
場合、寡婦年金は支給されませ
ん。
　なお、寡婦年金と死亡一時金の
両方を受けられる場合、どちらか
一方を選択することになります。

間に保険料の未納がなければよい
ことになっています）。
　遺族基礎年金の額は、「子のあ
る配偶者」が受ける場合、基本
額（約816,000円）に子の加算額
（１人目と２人目の子はそれぞれ
234,800円、３人目以降は１人に
つき78,300円）を加えた額です。

寡婦年金について

死亡一時金について

　国民年金の第１号被保険者とし
て保険料を納めた月数が36月以上
ある被保険者が、老齢・障害基礎
年金のいずれも受けないまま死亡
した時、死亡者と生計を同じくし
ていた遺族に死亡一時金が支給さ
れます。
　ただし、その死亡により遺族基
礎年金を受けられる遺族がいる場
合には支給されません。請求でき
る遺族の範囲・順位は、死亡者の
配偶者・子・父母・孫・祖父母・
兄弟姉妹です。
　死亡一時金の額は、保険料を納
めた月数に応じて決まっています
（120,000円～320,000円）。

相談日 場　　所 予　約
開始日

８月６日
(火)

文化センター
２階会議室１

７月30日
(火)～

８月13日
(火)

文化センター
２階会議室１

８月６日
(火)～

８月20日
(火) 生活情報センター ８月13日

(火)～
９月３日
(火)

文化センター
２階会議室１

８月27日
(火)～
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問「 ▼特定健診・後期高齢者健診等」は、本文中に記載の連絡先へ。その他は健康推進課保健予防係（☎983‒1117）

※１＝８大腸がん検診の
みの受診の場合、医療
機関の予約は不要。
※２＝平日(木曜日以外)
の午前中のみ実施。予
約は不要(ただし、予
約優先)。
※３＝電話予約受付時間
は午後２時～５時(月
～金)。
※４＝健康診査の電話予
約受付時間は午後１時
～５時(月～土)。健診
日時は予約時に相談。
６肝炎ウイルス・７前
立腺がん・８大腸がん
検診の受付時間は、午
前９時～正午(月～土)。
※５＝水曜日は実施無し。
※６＝受付時間は木曜日
を除く平日のみ。
※７＝生活保護受給者の
健康診査の実施無し。
８大腸がん検診は予約
要。

医療機関名 住　所 電話番号
医療機関への
予約の有無※１
６・７ Ａ～Ｃ

あさか内科医院 男山泉 468-3712 要 要
入江医院 男山長沢 983-1718 不要 不要
大森医院 橋本栗ケ谷 971-0033 不要※２不要※２
小川医院 男山泉 963-5790 要 要
長村内科医院 内里内 981-1023 要 要
男山病院 男山泉 983-0001 要※３ 要※３
かたやまクリニック欽明台中央 982-8181 要 要
京都八幡病院 川口別所 971-2001 不要※４ 要※４
工藤内科クリニック橋本東原 982-0151 不要 要
小糸医院 男山金振 983-5110 不要※５不要※５
下野医院 八幡平谷 981-0030 不要 不要
すぎたに内科クリニ
ック 八幡中ノ山 971-7878 不要 要

となみクリニック 八幡樋ノ口 633-5565 要※６ 要※６
中村診療所 八幡山柴 981-0510 要 要
みぎはし医院 男山竹園 981-0282 不要 要
みのやま病院 欽明台北 983-1201 要 要
みよし内科・消化器
科 八幡柿ケ谷 981-6860 要 要※７
むらたファミリーク
リニック 男山石城 925-6030 不要 要

山下医院 橋本向山 982-2310 不要 不要
八幡中央病院 八幡五反田 983-0119 要 要

不 要

要

健康診査・がん検診を受けましょう！ 注：年齢については全て令和７年３月31日を基準日とする｡
注：治療中の人の受診については、かかりつけ医にご相談ください。

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
検診種類 乳がん検診 子宮頸がん検診 胃がん検診

(内視鏡検査)
胃がん検診
(バリウム検査) 肺がん検診 肝炎ウイルス検診 前立腺がん検診 大腸がん検診

受診期間 令和７年２月28日まで 令和７年
１月31日まで 12月～令和７年１月 10月31日まで

申込期限 令和７年１月31日 令和７年１月６日 10月18日 10月15日

対　　象
40歳以上の女性
で、西暦で奇数年
生まれの人

20歳以上の女性
で、前年度の市
の検診を未受診
の人

50歳以上の偶数
年齢の人

40歳以上の偶数
年齢の人 40歳以上の人

40歳以上の人で、
過去に一度も受診
したことがない人

55歳以上の男性 40歳以上の人

内　　容
マンモグラフィ
40歳代：２方向
50歳以上：１方向

婦人科問診・子
宮頸部細胞診

胃 内 視 鏡(カ メ
ラ)

バリウムによる
胃部エックス線 胸部エックス線

血液検査
Ｂ型肝炎(ＨＢｓ)
Ｃ型肝炎(ＨＣＶ)

血液検査
(前立腺特異抗
原ＰＳＡ検査)

検便
(便潜血反応検
査)

受診費用 無　料 無　料 ・3,000円
・無料（右下の◎へ） 無　料 無　料 無　料 無　料 無　料

場
　
　
所

市内

市役所へ
の申込
要／不要

京都八幡病院
男山病院
京都田辺中央病院
 （京田辺市）

大塚産婦人科
おさむら産婦人
科

八幡中央病院
男山病院
すぎたに内科クリ
ニック
むらたファミリー
クリニック

市文化センター
松花堂庭園・美
術館
市文化センター

八幡市内の実施医療機関
６・７・８は下の表参照

医療機関へ予約 申込は９月から
市外
（京都府内）

市役所へ
の申込
要／不要

京都府内の実施医療機関 京都府内の認定
実施医療機関 京田辺市、井手町、宇治田原町の実施医療機関

上記医療機関での受診希望者は市への申込が必要
※実施医療機関については健康推進課のホームペー
ジもしくはお電話にてご確認ください。

市外医療機関での受診は市への申込が必要
※市外実施医療機関については、健康推進課にお電
話、または医療機関にご確認ください。

備　　考

西暦偶数年生まれ
で前年度の市の検
診を未受診の人は
市に申込で受診可

抗血栓薬(血液を
サラサラにする
薬)を内服中、入
院中、胃の病気
で治療中、胃全
摘手術を受けた、
妊娠中またはそ
の可能性がある
のいずれかに該
当する人は受診
できません

バリウムによる
ア レ ル ギー症
状、胃・十二指
腸の切除、食道
の手術、消化器
官の閉塞やその
疑い、妊娠中ま
たはその可能性
等のある人は受
診できません

65歳以上の人
は、結核の判定
も併せて行いま
す

40・45・50・55・60
歳の人で、これま
で市の肝炎ウイル
ス検診を未受診の
人は申込不要で
す。６月末に受診
票を送付していま
す

既に医療機関で
前立腺がんの経
過観察、ＰＳＡ
値の経過観察、
もしくは治療中
の人は対象外と
なります

医療機関で検査
容器をもらい、
自分で２日分の
便をとって医療
機関に提出

【申込方法】市役所に申し込みが必要な検診については以下の方法があります。
Ａ．オンライン申込(右記ＱＲコード)　Ｂ．健康推進課窓口　Ｃ．郵送申込(郵便ハガキ・封書)
郵送申込の場合　①希望検診名②受診する医療機関名③住所④氏名⑤生年月日⑥電話番号を
記入し、〒614-8501(住所不要)健康推進課へ。

要 不 要要要

要

次の人には受診案内を送付しています。
乳がん検診：1983年４月２日生～
　　　　　　　1984年４月１日生の人
子宮頸がん検診：2003年４月２日生～
　　　　　　　2004年４月１日生の人

申込開始の９月には「けんしん
のお知らせ秋号」を全戸配布す
る予定としています。なお、秋号
には申込はがきをつけています
ので、そちらもご活用いただき、
検診受診をご検討ください。

どちらかしか受診できません。

◎３胃内視鏡検査については、生活保護世帯、市民税非課
税世帯の人は無料。申込をもって、市が受診希望者お
よび世帯員に係る生活保護受給状況、税情報の閲覧に
同意したものとし、費用減免(無料)の判定を行います。

　最新の情報は市ホームページでご確認ください。　市内実施医療機関

▼ ６・７・８・Ａ・Ｂ・Ｃ

▼Ａ特定健診・Ｂ後期高齢者健診・６肝炎ウイルス検診・７前立腺がん検診・８大腸がん検診
は京田辺市・井手町・宇治田原町の実施医療機関でも事前に健康推進課に申し込むこと（Ａ・
Ｂ不要）で受診可。市町により実施期間が異なるため、事前に医療機関に相談してください。

▼八幡長町・八幡樋ノ口地区にお住まいの人は、Ａ・Ｂ・６・７・８を健康推進課に申し込む
こと（Ａ・Ｂ不要）で「くわはら内科（久御山町北川顔村西６-２）」でも受診可。

Ｂ後期高齢者健康診査（受付：
国保医療課）
対　象　市内にお住まいの京都
府後期高齢者医療被保険者（施
設入所中で健康管理が図られて
いる人、長期入院患者は除く）
申　込　不要
※令和６年８月１日以降に市の
後期高齢者医療制度に加入した
人は、10月30日（水）まで（郵
送の場合は、10月18日〈金〉必
着）に国保医療課へ申込要。
問国保医療課医療係（☎983-
2976）
Ｃ生活保護受給者の健康診査
（受付：健康推進課）
対　象　40歳以上（令和７年３
月31日時点）の生活保護受給者
申生活支援課で「生活保護受給
者証明書」の交付を受け、10月
31日（木）までに保健予防係（☎
983-1117）へ

※Ａ～Ｃ共通
＜健診項目＞
問診、身体計測、血圧測定、
血液検査、尿検査、心電図検
査等
＜健診場所＞
市内実施医療機関＝右の表＝

▼特定健診・
　後期高齢者健診等

Ａ特定健康診査（受付：国保医
療課）
対　象　40歳（令和６年度末年
齢）～74歳（実施期間中に75
歳に到達される場合は誕生日前
日まで）の市国民健康保険に加
入している人
申　込　不要
※令和６年６月1日以降に市の
国保に加入手続きをした人は、
10月30日（水）まで（郵送の場
合は、10月18日〈金〉必着）に
国保医療課へ申込要。
問国保医療課国保年金係（☎
983-2962）

※Ａ・Ｂ共通
　10月は医療機関が混み合
い、健診を受診できない事例
が発生しています。８月の受
診をおすすめします。
※対象者には、６月下旬に受
診セットを送付しています。
紛失された場合は、市ホーム
ページから再発行の手続きが
できます。
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８月の乳幼児健康診査・すこやか子ども相談のご案内 問家庭支援課(☎983‒1115）

救急の電話相談窓口
☎#7119または☎0570-00-7119
急な病気やケガで迷ったら、お電話くだ
さい。看護師等が相談に応じます。
開設時間　24時間365日
対　　象　全年齢

小児救急医療電話相談
☎#8000または☎661-5596

　小児科担当看護師や小児科医師が、休日、
夜間の電話相談に応じます。
相談時間　午後７時～翌朝８時
※土曜日は午後３時～翌朝８時

小児救急医療
次の医療機関では、休日・夜間に小児専
門医が当直し、小児救急患者を診察します。
●男山病院(☎983-0001）
　毎週金曜日(祝日は除く）
　午後６時～翌朝８時
●宇治徳洲会病院(☎0774-20-1111）
24時間365日
●京都田辺中央病院(☎0774-63-1111）
24時間365日

診 療 日　日曜日・祝日・年末年始
場　　所　八幡園内73-3(市役所北側）
診療科目　内科・小児科
受付時間　午前11時30分～午後５時30分
診療時間　正午～
※完全予約制。必ず事前にご連絡をお願い
します。また、従来の健康保険証を持参く
ださい。

休日応急診療所
☎983-3001(事前予約制）

▲

８月の各種健康相談

定期予防接種のお知らせ 問家庭支援課(☎983‒1115）

け
ん
こ
う
大
使

や
わ
た
ん

事業名 会　場 日　程 受付時間 対　象 ９月の日程

４カ月児健康診査 母子健康センター
６日(火)

午後１時～２時
令和６年３月21日～
令和６年４月13日生 20日(金)

27日(火) 令和６年４月14日～
令和６年５月７日生

10カ月児健康相談 母子健康センター 26日(月) 午前９時30分～10時30分 令和５年９月生 13日(金)
１歳８カ月児
健康診査 母子健康センター 28日(水) 午後１時～２時令和４年11月27日～令和４年12月19日生 24日(火)

３歳児健康診査 母子健康センター
19日(月)

午後１時～２時
令和３年２月１日～
令和３年２月18日生 18日(水)

20日(火) 令和３年２月19日～
令和３年３月５日生

すこやか
子ども相談

子ども・子育て支
援センター (すく
すくの杜)▲

０歳から就学前までの乳幼
児で希望があれば、下記Ｑ
ＲコードからＷＥＢ申込ま
たは電話で予約のうえ、親
子(母子)健康手帳を持って
会場へお越しください(予
約制)。

２日(月)
午前開催

母子健康センター ５日(月) 午前９時30分～10時30分
19日(木)
午後開催

▲子ども・子育て支援センター (すくすくの杜)は、南玄関が出入り口となります。
※中止・延期となる場合は、個別連絡、市ホームページなどでお知らせします。
※各健診の対象者には通知しています。
【持ち物】親子(母子)健康手帳、バスタオル、質問用紙
【健診内容】身体計測、内科診察(健診のみ)、育児相談、発達確認、栄養相談をします。
◎10カ月児健康相談は当日、子ども用の歯ブラシをプレゼントします。
◎１歳８カ月児健康診査、３歳児健康診査は歯科検診があります。
◎３歳児健康診査は視力検査と尿検査があります。尿検査は、健診当日の朝の尿を容器にとってお持ちください。
【すこやか子ども相談内容】身体計測、育児相談、栄養相談をします。身体計測については、２歳までのお子さ
んが対象となります。右記ＱＲコードからＷＥＢ申込または電話で家庭支援課(☎983-1115)へご予約ください。

　対象者には個別通知を行っています。送付された予診票と親子(母子)健康手帳、健康保険証など、住所が確認できるものを必
ず持参して、予診票裏面の指定医療機関にて対象年齢内に接種を受けてください。

※①令和６年４月１日から「５種混合ワクチン」が定期接種に加わりました。４種混合(ＤＰＴ－ＩＰＶ)ワクチンとヒブワクチ
ンの混合ワクチンです。
※②特例対象者について、平成16年４月２日～平成19年４月１日生で20歳未満の人は第１期・第２期の接種不足回数分の接種を
受けることができます。
※③積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった人については、令和７年３月31日まで接種機会の提供(キャッ
チアップ接種)があります。
【注意事項】
◆接種の際は、予診票、親子(母子)健康手帳、健康保険証など住所確認ができるものが必ず必要です。
◆親子（母子）健康手帳・予診票を忘れた場合、接種を受けることができませんのでご注意ください。
◆通知が届かない人や転入された人、予診票を紛失された人は家庭支援課まで申し込みください(電話申込可)。
◆市外での接種を希望する人は、必ず接種の２週間前までに家庭支援課へご連絡ください。
◆特別な事情等により、対象年齢内に接種できなかった場合には、家庭支援課へご相談ください。

ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、ロタ、４種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)、５種混合(ジフテリア・
百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)(※①)、２種混合(ジフテリア・破傷風)、ＢＣＧ、麻しん風しん混合(ＭＲ)、水痘、
日本脳炎(※②)、ＨＰＶ(子宮頸がん予防)(※③)

▽窓口健康相談
市役所健康推進課(２階27番窓口)
※要予約。
・40歳以上が対象。保健師が健康
に関する相談に応じます。相談
を希望する人は、健康推進課へ
ご連絡ください。
▽高齢者健康相談
15日(木)南ケ丘老人の家
※時間は午前９時30分～10時30分。
・65歳以上が対象。保健師が健康
相談に応じます。
・上記の施設以外でも、日時・場
所などご希望がある場合はご連
絡ください。
問健康推進課(☎983-1117)

◎乳幼児健診や予防接種を受け
る前に、あらかじめ質問票や予
診票を記入してから会場までお
越しください。
◎予防接種を受ける前に、冊子
「予防接種と子どもの健康」を
よくお読みください。
◎親子(母子)健康手帳を忘れず
に持参ください。

▼マタニティスクール
　これからお父さん、お母さんにな
る人が対象。（先着15組）
「出産の準備と育児＆妊娠中の食事
＆絵本のお話」
日　時　８月24日（土）午前９時30
分～11時30分
場　所　市役所５階　会議室５-１
申・問右記のＱＲコ
ードまたは電話で
家庭支援課（☎983-
1115）へ

問健康増進係（☎983‒1116）

作成：八幡市食生活改善推進員協議会・ヘルスメイト

　さつまいもとりんごのレモン煮　
【材料】（４人分）
さつまいも…160ｇ　りんご…80ｇ　水…100cc
砂糖…40ｇ　レモン汁…20cc　バター…８ｇ
レーズン…20ｇ
【レシピ】
❶さつまいもは、汚れた部分の皮を取り、２㎝位の
角切りにする。５～10分水につけて、あくを抜く。
❷りんごは芯を取り、厚さ５㎜位のいちょう切り
にする。レーズンは軽く洗っておく。
❸鍋にさつまいも、りんご、砂糖、水を入れて火に
かけ、沸騰したら中弱火にして10分ほど煮る。

❹煮えたら、レモン汁、バター、レーズンを入れて
ひと煮立ちさせ、器に盛る。

健
幸
康に
せに 掲 示 板
暮らし生き生き

します。ご自身やご家族、そして地
域の皆さんの健康づくりに役立てま
せんか？
日　程　令和６年９月～令和７年２
月の間で指定日７日間(全24時間)※
受講料無料。
場　所　市役所・市文化センター
内　容　食育やバランスのとれた食

事の献立作成や調理実習など
対　象　市内在住の人
定　員　25人
申・問　９月５日(木)までに、市ホ
ームページからＷＥ
Ｂ申込または電話で
健康増進係(☎983-
1116)へ

▼食生活改善推進員
　養成講座
　食にかかわるボラ
ンティア活動を通し
て健康づくりを推進
する食生活改善推進
員(ヘルスメイト)の養成講座を実施

■１人分の栄養価
エネルギー 138ｋ㎈  
タンパク質 0.8g
脂　質 ２g
カルシウム 24mg
塩　分 ０g

▼骨と筋力アップ教室
　骨硬度測定、食事や運動の指導を
受けられます。測定のみの参加も可
能です。

定　員　各日先着20人（要申込）
持ち物　筆記用具・飲み物・上靴
その他　運動しやすい服装でお越し
ください。
申８月１日（木）から健康増進係へ
電話または直接窓口で申し込み
問健康増進係（☎983-1116）

実施日時 場　所

① ９月13日（金）
午後２時～４時

生涯学習
センター

②
９月14日（土）
午前９時30分～
　　　11時30分

母子健康
センター

※参加費無料。事前申込要。測定
のみは30分ごとに実施、各回15人。

夏におすすめ
さっぱり
デザート
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今月今月ののこの人この人

　このページでは、市民の皆さんの活躍
やまちの話題などを紹介しています。
　身近な話題や、広報紙についての意見
を、秘書広報課までお寄せください。
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全国消防救助技術大会 府代表に決定

　本コーナーでは、市にゆか
りのある人物や団体を紹介し
ています。詳しくは、市ホー
ムページまたは秘書広報課へ。

自己平均は13秒台。災害建物
の進入時などに不可欠な技術
として、消防隊に配属された
入庁当初から技を磨いてきま
した。
　現在は救急隊に所属し、救
急車の出動要請を受けて応急
処置や救急搬送にあたる土岐
さん。患者の痛みや不安に寄
り添った声掛けと早く的確な
処置を心がけており、「退院

　「体力的理由などで、大会
は今回で引退。今まで４回選
抜会に挑戦し、初の全国大会
だが、最後に結果が残せるよ
う頑張りたい」と決意を話す
土岐敦也さん。
　はしご登はんは、命綱を自
身に結びつけ、垂直はしご15
ｍを登る正確さや時間を競う
種目。一般的な平均所要時間
が24秒のところ、土岐さんの

後の患者さんからお礼の言葉
をもらうとうれしい」と微笑
みます。
　今後の目標については「輸
液など医療器具を使った処置
が可能な救急救命士の資格を
取得予定。人命救助の知識を
増やしてより多くの人を助
け、現場で活躍したい」と熱
く語りました。

るもので、市内介護保険サ
ービス事業所の職員が講師
を務めています。
　参加者はまず、市の保健
師と、災害級の猛暑が続く
ため室内で過ごす時にはエ
アコンを積極的に使用する
など、熱中症対策について
確認。続いて、ラジオ体操

　福祉会館で７月18日、65
歳以上の高齢者を対象に
「はつらつ健康教室」が開
催。参加者が、さまざまな
レクリエーションを通して
交流を楽しみました。
　同教室は、市が高齢者の
閉じこもり予防を目的に市
内５カ所で通年開催してい

　まつりに先駆け、７月10日には男山
中学校で「第38回校内たいこ祭」が開
催。５年ぶりに同校区内の南ケ丘・南
ケ丘第二保育園、やわたこども園の園
児、八幡・中央小学校６年生の児童も
参加して行われ、園児は手作りのみこ
しを、小・中学生は、地域の人の協力
で子ども太鼓を担ぎ、運動場を往復し
て実演し、会場は活気に包まれました。
　まつり期間に入ると、一区、二区、
三区、六区の法被姿の「かき手」（担
ぎ手）が、うちわを振って鼓舞する「あ
ぶ手」を乗せた約２㌧ の屋形太鼓を担
いで区内を巡行。太鼓の音と「ヨッサ
ー、ヨッサー」と威勢の良い掛け声を
町内に響かせました。
　14日の夕方からは、子ども太鼓３基
と各区の屋形太鼓４基が同神社に集結
し「宮

みや

入
いり

」を挙行。各区のかき手が屋
形太鼓を上下左右に揺さぶりながら、
参道を勇壮に練り歩く姿に、詰めかけ
た観客からは大きな拍手と歓声がわき
起こっていました。

子ども太鼓を担いで練り
歩く男山中学校の生徒

掛け声を響かせながら手作りのみこしを担ぐ園児＝写真左
から南ケ丘保育園、南ケ丘第二保育園、やわたこども園=

　八幡の夏の風物詩「太鼓まつり」が、
７月13、14日に行われました。
　まつりは、石清水八幡宮の摂

せっ

社
しゃ

・高
こう

良
ら

神社の例祭の宵祭。約200年前（文
政年間）に、町ごとに大きな屋形太鼓
がつくられ、太鼓を打ち鳴らしながら
練り歩く姿に発展したといわれていま
す。

勇壮 太鼓まつり

屋形太鼓の上でうちわを振る「あぶ手」
と参道を勇壮に練り歩く「かき手」

新
聞
紙
で
ス
リ
ッ
パ
を
つ
く
る
参
加
者

参加者募集中 　現在、４会場では随時参加申し込み受付
中です（介護保険の通所系サービス利用者除く）。参加希望
の人は、健康推進課（☎983-1116）へお問い合わせください。

体操やゲームで閉じこもり予防
高齢者対象  はつらつ健康教室

やストレッチなどで体をほ
ぐしたあと、頭の体操にな
る間違い探しやしりとりを
実践。さらに、災害時に役
立つ新聞紙を使ったスリッ
パや紙皿づくりに挑戦する
など、７種類以上のレクリ
エーションに楽しんで取り
組んでいました。
　藤本茂

しげる

さん（81）は、「４
年ほど通っている。外に出
るきっかけになっていい」
と話していました。
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